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運用開始に必要なこと 
 

 自治体ポイントの設定 

担当者情報と振込先金融機関情報の登録 

 

 各自治体における予算上の一定の対応 

クレジットカード会社等のポイントやマイレージから、交換を受けた際の

精算金の歳入項目と、地元商店街等への精算金の歳出項目を確認のうえ、

一定の対応 

 

 自治体ポイント等を活用する事業者と端末の決定 

(ア) サービス ID の確認を行う端末 

（図書館の窓口や商店街ポイントシステムの店頭端末等） 

(イ) 自治体ポイントを使う端末 

（美術館の窓口や商店の店頭端末等） 

(ウ) ポイント券の発行端末 

(エ) いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイント付与業務を行う端末 

（ポイント管理用業務用端末（各自治体必要台数）、ポイント付与用モ

バイル端末（必要台数）） 

※マイキープラットフォーム等活用端末の登録は各事業者が行う 

 

 マイキーID の作成・登録 

マイナンバーカードさえあれば、オンラインでどこでも登録可能 
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I. 設定 

1. 自治体ポイントの設定（市区町村にて設定） 

＜自治体の担当者はマイキープラットフォーム等管理端末を用意＞ 

① 自治体の担当者は、インターネット（Web）でマイキープラットフォームのポータ

ルサイト（画面 1）を呼び出し、「自治体ポイント管理クラウドへ」ボタンをクリッ

クする。 

② 自治体ポイント管理クラウドのログイン画面（画面 2）を呼び出し、予め総務省より

配布された設定画面のログイン用 ID・パスワードを入力しログインする。 

③ 自治体ポイント管理クラウドのメニュー画面（画面 3）が開く。 

④ 「自治体ポイント設定」ボタンをクリックすると、登録画面（画面 4）が開く。 

⑤ 必要な情報（以下の項目）を入力後、「登録」ボタンをクリックする。（登録完了） 

‐ポイント名、有効期限（※取扱検討中） 

‐自治体名、全国地方公共団体コード（6 桁）、所属（ポイント担当）、担当者名、郵便

番号、住所、電話番号、メールアドレス 

‐振込先金融機関情報（機関名、機関コード、支店名、支店コード、口座種別、口座

番号、口座名義人） 
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2. 特定支援イベントポイントの設定（市区町村・都道府県にて随時設定） 

 

「Ⅰ. 1. ①～③」と同様に操作する。（→画面 3 へ，P2 参照） 

④ 「特定支援イベント設定」ボタンをクリックする。 

⑤ 特定支援イベント設定情報の登録画面（画面 5-1）が開く。 

⑥ 必要な情報（以下の項目）を入力後、「ポイント利用先設定」ボタンをクリックする。

（→画面 5-2 へ） 

‐ポイント名、有効期限（※取扱検討中）、サービス期間 

‐自治体名、全国地方公共団体コード（6 桁）、所属（ポイント担当）、担当者名、郵便

番号、住所、電話番号、メールアドレス 

‐振込先金融機関情報（機関名、機関コード、支店名、支店コード、口座種別、口座

番号、口座名義人） 

※振込先金融機関情報については、「Ⅰ. 1. ⑤」の口座と異なる場合のみ設定する。 

⑦ 特定支援イベント設定（ポイント利用先設定）画面（画面 5-2）で、ポイント利用先

となる端末情報を選択し、「登録」ボタンをクリックする。（登録完了） 

※登録が完了すると、画面に「特定支援イベントの登録が完了しました。」というメ

ッセージが表示される。 
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3. マイキープラットフォーム等活用端末の登録準備 

 

① 以下 4 種類のマイキープラットフォーム等活用端末ごとに活用予定台数を調査する。 

 

(ア) サービス ID の確認を行う端末（図書館の窓口や商店街ポイントシステムの店

頭端末等） 

(イ) 自治体ポイントを使う端末（美術館の窓口や商店の店頭端末等） 

(ウ) ポイント券の発行端末 

(エ) いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイント付与業務を行う端末 

（ポイント管理用業務用端末（各自治体１台）、ポイント付与用モバイル端末（必

要台数）） 

 

② ①の調査結果を「マイキープラットフォーム等活用端末一覧（様式Ⅰ）」に入力して、

一斉調査システムを活用して総務省に送付する。 

※様式Ⅰには、(ア)～(エ)ごとに端末の設置場所の内訳を記入したうえで、端末台数

と ID 付与事業者名を記入する。サービス ID の確認を行う商店街ポイントシステ

ムの店頭端末のように(ア)と(イ)に重複する端末については、(ア)に計上する。 

 

③ 総務省は、自治体ごとに、端末 ID と端末パスワード一覧を作成し、各自治体の担当

者に一斉調査システムを活用して送付する（「マイキープラットフォーム等活用端末

別端末 ID 端末パスワード一覧（様式Ⅱ）」）。 

 

④ 総務省は、「(ア) サービス ID の確認を行う端末」については、既に、利用者にサー

ビス ID を付与している図書館や商店街などの ID 付与事業者について、ID 付与事

業者 ID を設定しておく。 

※マイキープラットフォームでは、ID 付与事業者 ID のテーブルを作成し、端末管

理者がマイキープラットフォーム等活用端末の登録をする際に、ID 付与事業者名

を一覧からプルダウンメニューで選択できるようにしておく。 

 

⑤ 各自治体の担当者は、配布された端末 ID と端末パスワードを図書館窓口や店舗な

どの各端末管理者に配布する。 
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マイキープラットフォーム等活用端末一覧　(様式Ⅰ）

1.端末台数とID付与事業者名

端末台数

100台

500台

3台

5台

608台

2.内訳

項番 ID付与事業者名 設置場所 端末名

1 高津図書館 高津図書館1台目

2 高津図書館 高津図書館2台目

3 麻生図書館 麻生図書館

・・・ ・・・ ・・・

30 幸図書館日吉分館 幸図書館日吉分館

30台

1 ○○果実店 ○○果実店

2 ○×ベーカリー ○×ベーカリー

3 ×○喫茶 ×○喫茶

4 △クリーニング店 △クリーニング店1台目

5 △クリーニング店 △クリーニング店2台目

・・・ ・・・ ・・・

70 □八百屋 □八百屋

70台

100台

項番 端末名

1 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム

2 岡本太郎美術館

3 かわさき宙と緑の科学館（川崎市青少年館）

4 日本民家園

5 川崎市市民ミュージアム

・・・ ・・・

499 △△花店

500 ××書店

500台

項番 端末名

1 XX商工会１台目

2 XX商工会２台目

3 XX商工会３台目

3台

項番 端末名

1 XX市１台目

2 XX市２台目

3 XX市３台目

4 XX市４台目

5 XX市５台目

5台(エ)端末台数　合計

XX市

XX市

(エ)いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイント付与業務を行う端末

（ポイント管理用業務用端末（各自治体１台）、ポイント付与用モバイル端末（必要台数））

(エ)いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイント付与業務を行う端末
（ポイント管理用業務用端末（各自治体１台）、ポイント付与用モバイル端末（必要台数））

設置場所

XX市

XX市

XX市

XX商工会

△△花店

・・・

XX商工会

※ (ア)と（イ）の用途で使用する端末は、（ア）のみに記載

(ウ)端末台数　合計

(イ)端末台数　合計

区分

(ア)サービスIDの確認を行う端末（図書館の窓口や商店街ポイントシステムの店頭端末等）

(イ)自治体ポイントを使う端末（美術館の窓口や商店の店頭端末等）

設置場所

川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム

川崎市立図書館

ブレーメン商店街

(ウ)ポイント券の発行端末

(ア)(イ)(ウ)(エ)端末台数　総合計

２.事業者名

ID付与事業者名

川崎市立図書館

ブレーメン商店街

(ア)サービスIDの確認を行う端末（図書館の窓口や商店街ポイントシステムの店頭端末等）

(イ)自治体ポイントを使う端末（美術館の窓口や商店の店頭端末等）

小計

川崎市

141305

自治体名

全国地方公共団体コード

1.端末台数

小計

(ア)端末台数　合計

岡本太郎美術館

かわさき宙と緑の科学館（川崎市青少年館）

XX商工会

日本民家園

××書店

設置場所

(ウ)ポイント券の発行端末

川崎市市民ミュージアム
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マイキープラットフォーム等活用端末別端末ID・端末パスワード一覧　(様式Ⅱ）

1.端末台数とID付与事業者名

端末台数

100台

500台

3台

5台

608台

2.内訳

項番 ID付与事業者名 設置場所 端末名 端末ID 端末パスワード 削除要否

1 高津図書館 高津図書館1台目 00052459 a912ikfja

2 高津図書館 高津図書館2台目 00052460 83kaf908f

3 麻生図書館 麻生図書館 00052461 982kdgo01

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

30 幸図書館日吉分館 幸図書館日吉分館 00052488 019kdiw09

30台

1 ○○果実店 ○○果実店 00052489 oeka92kgl

2 ○×ベーカリー ○×ベーカリー 00052490 oq10dlz90

3 ×○喫茶 ×○喫茶 00052491 89fa0011l

4 △クリーニング店 △クリーニング店1台目 00052492 aig9e8gka

5 △クリーニング店 △クリーニング店2台目 00052493 pal0285ue

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

70 □八百屋 □八百屋 00052558 9a87ggja7

70台

100台

項番 端末名 端末ID 端末パスワード 削除要否

1 川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム 00052559 jgia8zo9a

2 岡本太郎美術館 00052560 xkvn82md9

3 かわさき宙と緑の科学館（川崎市青少年館） 00052561 qw82ohkgl

4 日本民家園 00052562 dia9s83kg

5 川崎市市民ミュージアム 00052563 aogi9999q

・・・ ・・・ ・・・ ・・・

499 △△花店 00053057 pgoa9z03i

500 ××書店 00053058 uugjjj891

500台

項番 端末名 端末ID 端末パスワード 削除要否

1 XX商工会１台目 00053059 nnva8883

2 XX商工会２台目 00053060 oiuuu891d

3 XX商工会３台目 00053061 ye81kglh0

3台

項番 端末名 端末ID 端末パスワード 削除要否

1 XX市１台目 00053062 iag8ake2

2 XX市２台目 00053063 azf8gk32

3 XX市３台目 00053064 kaig987s

4 XX市４台目 00053065 i1109dk7

5 XX市５台目 00053066 ppsig62k

5台(エ)端末台数　合計

XX商工会

XX商工会

XX商工会

(ウ)端末台数　合計

(エ)いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイント付与業務を行う端末
（ポイント管理用業務用端末（各自治体１台）、ポイント付与用モバイル端末（必要台数））

設置場所

XX市

XX市

XX市

XX市

XX市

(イ)端末台数　合計

※ (ア)と（イ）の用途で使用する端末は、（ア）のみに記載

(ウ)ポイント券の発行端末

設置場所

かわさき宙と緑の科学館（川崎市青少年館）

日本民家園

川崎市市民ミュージアム

・・・

△△花店

××書店

岡本太郎美術館

川崎市立図書館

ブレーメン商店街

(ア)サービスIDの確認を行う端末（図書館の窓口や商店街ポイントシステムの店頭端末等）

川崎市立図書館

小計

ブレーメン商店街

小計

(ア)端末台数　合計

(イ)自治体ポイントを使う端末（美術館の窓口や商店の店頭端末等）

設置場所

川崎市藤子・F・不二雄ミュージアム

ID付与事業者名

(ウ)ポイント券の発行端末

自治体名 川崎市

全国地方公共団体コード 141305

1.端末台数

区分

(ア)サービスIDの確認を行う端末（図書館の窓口や商店街ポイントシステムの店頭端末等）

(イ)自治体ポイントを使う端末（美術館の窓口や商店の店頭端末等）

(エ)いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイント付与業務を行う端末

（ポイント管理用業務用端末（各自治体１台）、ポイント付与用モバイル端末（必要台数））

(ア)(イ)(ウ)(エ)端末台数　総合計

２.事業者名
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4. マイキープラットフォーム等活用端末の登録 

 

予め自治体より端末 IDと端末パスワードを配布された図書館窓口や店舗等の端末管理者

は、利用するインターネットに接続された端末を用意する。 

① マイキープラットフォームポータルサイトを開く（画面 1，P1 参照）。 

 

② 「マイキープラットフォーム等活用ソフトのダウンロード」ボタンをクリックし（→

画面 6 へ）、ダウンロード完了後「実行」ボタンをクリックし（画面 6）、画面の指

示に従い（画面 7）、「マイキープラットフォーム等活用ソフト」をインストールす

る。インストールが完了すると、端末の画面に「マイキープラットフォーム等活用

ソフト」のアイコンが表示されていることを確認する（画面 8）。 

 

 

③ 端末管理者は、「マイキープラットフォーム等活用ソフト」のアイコンをクリックし

（→画面 9 へ）、同ソフトを開く（画面 9）。 

 

④ 端末管理者は予め配布された端末 ID と端末パスワードを入力し、「登録」ボタンを

クリックする。（→画面 10 へ） 

 

 

⑤ 端末管理者は、様式に従い連絡先を入力する（画面 10）。なお、「(ア) サービス ID

の確認を行う端末」の端末管理者は、プルダウンメニューから ID 付与事業者名を選

んで入力する。 

 

⑥ 入力終了後、「登録」ボタンをクリックする。（登録完了後、→画面 22 へ） 

※次の端末識別情報もマイキープラットフォームに登録される。 

 （Windows） 

CPU の製造番号、マザーボードの製造番号、マシンのハード構成・ソフト構成に

基づき Windows が自動生成する値、Windows インストールの都度 Windows が

自動生成する値の 4 つの情報を結合し、SHA256 でハッシュ化した 32 バイトの

値。 

 （Android）  

アプリケーションのインストール時に生成する値を、SHA256 でハッシュ化した

32 バイトの値。 
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5. 連絡先情報の入力確認（自治体の担当者） 

 

「Ⅰ. 1. ①～③」と同様に操作する。（→画面 3 へ，P2 参照） 

 

④ 自治体の担当者は、メニュー画面（画面 3，P2 参照）から「連絡先情報確認」ボタン

をクリックする。（→画面 11 へ） 

 

⑤ 自治体の担当者は、「マイキープラットフォーム等活用端末別端末 ID・端末パスワー

ド一覧（様式Ⅱ）」を参照し、「連絡先情報」を確認する（画面 11）。 

※内容に不明な点があれば、図書館や店舗等の端末管理者に電話等で確認する。 
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6. マイキーID の作成・登録 

 

＜利用希望者は、マイナンバーカードを用意し、インターネットに接続された端末を準備

（準備された窓口に出向く）＞ 

① マイキープラットフォームポータルサイトを開く（画面 1，P1 参照）。 

② 「マイキーID 作成・登録準備ソフトのダウンロード」ボタンをクリックし（→画面

12 へ）、ダウンロード完了後「実行」ボタンをクリックし（画面 12）、画面の指示に

従い（画面 13）、「マイキーID 作成・登録準備ソフト」をインストールする。（画面

1 に戻る，P1 参照） 

③ 今度は、画面 1（P1 参照）の「マイキーID の作成・登録」ボタンをクリックし（→

画面 14 へ）、画面の指示に従い（画面 14）、IC カードリーダライタにマイナンバー

カードをセットし、「利用者証明用電子証明書パスワード入力」ボタンをクリックす

ると、画面 15 が現れるので、利用者証明用電子証明書のパスワード（4 桁）を入力

し、「OK」ボタンをクリックする。（→画面 16 へ） 

④ 利用希望者は、次の（ア）または（イ）の方法でマイキーID を作成・登録する（画

面 16）。マイキーID は、8 桁（半角大文字英数字）とする。 

(ア) マイキーID を自動生成し、登録する場合 

利用希望者は、「自動生成」ボタンをクリックし、マイキーID 候補として表示

された自動生成値 (重複チェック済み)を確認し、この値をマイキーID とする

場合は、マイキープラットフォームに登録する。自動生成されたマイキーID 候

補を変更したい場合は、再度、「自動生成」ボタンをクリックする。ただし、自

動生成は 3 回までとする。（3 回目に自動生成された値は、マイキーID として

登録される。） 

(イ) 利用希望者が任意にマイキーID を作成し、登録する場合 

利用希望者は、任意の 8 桁の文字列をマイキーID 候補として画面に入力し、

「重複チェック」ボタンをクリックし、重複がないことを確認したうえで、こ

の値をマイキーID とする場合は、マイキープラットフォームにマイキーID と

して登録する。 

なお、重複チェックで 3 回エラーとなった場合は、（ア）の自動生成による。 

※当該利用希望者の利用者証明用電子証明書の発行番号と有効期限もマイキー

ID とあわせて登録される。 

⑤ 利用希望者は、利用者マイページへログインするためのパスワードを登録する（画

面 16）。 

なお、利用者マイページのログイン ID は、マイキーID とする。 
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⑥ 併せて、自治体ポイント管理クラウドからのメール通知のためのメールアドレスを

入力し、メール通知を希望する情報を選択する（画面 16）。 

 ＜メール通知を希望する情報＞ 

 ・各自治体ポイント・特定イベントポイント・留保ポイントが付与された場合（い

わゆる行政ポイントおよび地域経済応援ポイント） 

 ・各自治体ポイントが失効した場合 

 ・パスワードを変更した場合 

 ・マイキーID を登録、変更、失効した場合 
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⑦ 併せて、応援ポイント移行の基本自治体ポイント口座を設定し、「登録」ボタンをク

リックする。（→画面 17 へ） 

クレジットカード等のポイントやマイレージを地域経済応援ポイントに移行する際、

一時的に留保ポイント口座に保管し、活用する時点で選択した自治体ポイントや特

定支援イベントポイントに移行することができるが、一定期間（3 週間程度）を経

過すれば、選択することができなくなり、予め指定した基本自治体ポイント口座に

留保されていたポイントが移行することとなる。その基本自治体ポイント口座をプ

ルダウンメニューで設定しておく。なお、基本自治体ポイント口座には、特定支援

イベント口座は指定できないし、自治体ポイントを設定していない自治体には、口

座が存在しないので、指定することはできない。 

 

⑧ 画面 17 に、マイキーID の作成・登録が完了のメッセージが表示される。続けて、

地域経済応援ポイントを設定する場合は、「利用者マイページへ（地域経済応援ポイ

ント移行用等のサービス ID 設定等）」ボタンをクリックすると、画面 56（P19 参

照）が表示されるので、地域経済応援ポイントとして自治体ポイント等へ移行する

可能性のあるクレジットカード会社等の協力会社のロゴのボタンをクリックする。 

 

(ア) 協力会社が ID 連携方式を採用している場合は、当該協力会社の説明画面に移

るので、ログイン ID（お客様番号など）とログインパスワードを入力する。当

該協力会社の会員等であることが確認されれば、設定終了。 

次回からは、スマートフォンやパソコンなどで、当該協力会社のポイント移行

画面を呼び出して手続を行う。 

 

(イ) 協力会社がクーポン連携方式を採用している場合は、当該協力会社のポイント

移行手順を説明する画面に移るので、その画面の指示に従い手続を行う。 

いずれにせよ、当該協力会社のポイント移行の画面でクーポン番号の発行を受

け、「クーポンコード利用」ボタン（画面 56，P19 参照）をクリックし（→画

面 20 へ）、クーポンコードの入力・確認（画面 20）、ポイント移行の確定ボタ

ンをクリックする必要がある（画面 21）。 

※なお、クーポンコードの入力が自動的に行われ、クーポンコードとポイント

数が入力された状態で表示されるものもある。 
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7. オンライン販売に自治体ポイントを活用する設定（例）名物チョイスの場合 

＜利用者の作業手順＞ 

１．名物チョイス会員登録 

（１）名物チョイスにアクセスする。(https://www.furusato-meibutsu.jp) 

（２）画面右上の「無料会員登録」をクリックする。 

（３）メールアドレスを入力して、「送信」ボタンをクリックする。 

（４）メールアドレス宛に届いたメール内の URL をクリックする。 

（５）URL をクリックして開いたページでパスワードを設定する。 

なお、トラストバンクが運営する「ふるさとチョイス」と名物チョイスの会員情報は

共有するため、「ふるさとチョイス」の会員であればログイン ID（メールアドレス）、

パスワードはそのまま名物チョイスで使用することができる。 

 

２．ID 連携 

（１）「マイキープラットフォームポータルサイト」にログインする。 

（２）「MEIBUTSU CHOICE（名物チョイス）」と連携ボタン（名物チョイスのロゴマー

ク）をクリックする（画面 56，P19 参照）。 

（３）名物チョイスのログイン確認画面が表示されるので、ログインを行う。 

（４）ID 連携結果画面が表示される。 

 

＜自治体の作業手順＞ 前提として自治体ポイントの設定をしていること。 

１．運用方法の決定 

運用方法が大きく異なり途中からの変更が困難なため、事前に２種類の運用方法のう

ちいずれかを自治体において決定する。 

Ａ．中間事業者が企業から委託を受けて出店する方法 

  売買契約は購入者と中間事業者との間で発生する。 

  商品の登録や配送手配、問合せ対応は中間事業者が企業の代わりに行う。 

  個別の企業との精算（代金の振込み等）は中間事業者が行う。 

Ｂ．企業が直接出店する方法 

  売買契約は購入者と企業との間で発生する。 

  商品の登録や配送手配、問合せ対応は全て企業が行う。 

 

２．名物チョイス参加手続き 

名物チョイスに参加するためには、所定のフォームで申込みを行い、管理システム利

用のための ID を受け取る。なお、既に株式会社トラストバンクの運営する「ふるさとチ

ョイス」を利用している自治体の場合は、「ふるさとチョイス」の ID を使い、追加費用

無く「名物チョイス」を利用できる。 
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（１）フォームで申込み 

フォーム（https://www.trustbank.co.jp/page-contact2.php）に次の内容を入力して、

「申込み」ボタンをクリックする。 

 －都道府県名、自治体名、担当者部署名 

 －担当者名、担当者名（カナ）、電話番号、メールアドレス 

（２）利用開始通知の受領 

株式会社トラストバンクから利用開始通知（メール）を受領することで申込み完了

となる。 

（３）ID の受領（「ふるさとチョイス」を使っていない自治体のみ） 

手続きが完了した後に、株式会社トラストバンクより名物チョイス管理システム利

用のための ID、パスワードが別途メールで送付される。※「名物チョイス」の利用

手続きを行うことで、追加費用無く「ふるさとチョイス」も利用可能となる。 

 

３．参加企業の選定 

名物チョイスへ掲載する企業・商品を選定する。なお、企業・商品は自治体ポイント

が利用可能なものに限る。 

 

４．「名物チョイス企業 ID」の発行 

名物チョイスへの商品の登録や受注管理を円滑に行うために、各自治体は２の（３）

で発行された ID、パスワードを用いて名物チョイス管理画面にログインし、企業が名物

チョイス管理画面にログインするための ID を発行する。企業は発行された ID により名

物チョイス管理画面上で商品登録を行う。 

（１）名物チョイス企業 ID の発行 

・名物チョイス管理画面トップページの管理タブの「企業 ID 管理」をクリックする。 

・企業名を入力し、「発行」ボタンをクリックする。 

・ID、パスワードが記載されたファイルがダウンロードできるので、厳重に保管する。 

（２）名物チョイス企業 ID の配布 

作成した企業別 ID をパスワードとともに、簡易書留等安全な方法で企業に配布す

る。 

 

５．名物チョイス登録企業情報の確認 

名物チョイス管理画面に登録された企業情報は一覧にて自治体が確認可能。また、企

業がどのような商品を販売するのか、販売予定商品のカテゴリ等を登録された企業情報

から事前に確認する。 
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６．名物チョイスへ登録商品の確認 

名物チョイスへの商品の登録は企業が「名物チョイス ID」を使用して行う。自治体ポ

イント利用可能な商品であることを自治体職員が確認後、承認手続きを経て掲載となる。 

（１）承認依頼メールの受信 

・企業が商品を登録すると、システムから自動的に「承認依頼」メールが自治体担当者

メールアドレス宛に届く。 

・メールに記載の URL をクリックするか、名物チョイス管理画面

（https://www.meibutsu-cms.jp/）に直接アクセスし、名物チョイス自治体 ID、パ

スワードを利用してログインする。 

（２）商品掲載の承認 

・名物チョイス管理画面トップページの「管理」カテゴリ中にある「承認依頼一覧」ボ

タンをクリックする。 

・承認依頼のリストを確認し、承認するものについて、「承認」ボタンをクリックする。

（承認しないものは、コメントを記載し、「差戻し」ボタンをクリックする。） 

 

参考：クレジットカード、コンビニ、携帯払い等オンライン決済の利用について 

商品代金の支払いに自治体ポイントだけでは足りない場合、クレジットカード等が

利用できるように、企業向けにオンライン決済手段をトラストバンクが用意する。 
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利⽤者（国⺠）の作業 名物チョイス
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
ポータルサイト
（システム）

名物チョイス連携：トラストバンク （1/5）

「利⽤者マイページ」
利⽤者ログイン画⾯

・IDパスワードでログイン

・マイナンバーカードで
ログイン（パスワード⼊⼒）

利⽤者ログイン画⾯にて
ログインID・

パスワードを⼊⼒。
または、マイナンバー
カードとパスワードで

ログイン

マイキーID、パスワード
または、利⽤者証明⽤電⼦証明書

「名物チョイス」

「利⽤者マイページ」
地域経済応援ポイント

移⾏⽤等の
サービスID設定画⾯

マイキーID
パスワード

ログイン

ログイン

名物・・・ ・・・

設定画⾯にて、
名物チョイスの

ロゴボタンをクリック

マイキープラット
フォームポータルサイト

次項へ

◆サービスID登録（名物チョイスのサービスIDをマイキープラットフォームポータルサイトに登録する）
（名物チョイスの会員登録は完了している前提）

マイキープラットフォーム
ポータルでのサービスID登録

ログイン

マイキープラット
フォームポータルサイトへ
アクセスしログインを

クリック

マイキープラットフォームポータルサイトから進む場合

名物チョイスへアクセスし、
マイキープラットフォーム
ポータルでのサービスID
登録ボタンをクリック

名物チョイスから進む場合

名物チョイスのログイン画⾯表⽰

ログイン認証

①利⽤者マイページへログイン

②名物チョイスを選択
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利⽤者（国⺠）の作業 名物チョイス
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
ポータルサイト
（システム）

名物チョイス連携：トラストバンク （2/5）

「利⽤者マイページ」
地域経済応援ポイント

移⾏⽤等の
サービスID設定画⾯

名物・・・ ・・・
（設定済み）

名物チョイスの
サービスIDが設定された

ことを確認

前項から

ログイン認証

「名物チョイス」の
サービスID連携

設定を⾏います。

OK

確認のために
OKボタンをクリック

名物チョイスのログイン
画⾯でログインIDと
パスワードを⼊⼒

「名物チョイス」
ログイン画⾯

ログインID、
パスワード

ログインID
パスワード

次へ
※既に名物チョイスにログイン
している場合にはログイン省略

ログインID（サービスID)

利⽤者マイページ表⽰依頼
サービスID連携

サービスIDの登録

③名物チョイスのページへログイン

④クリック

⑤サービスID設定済み確認
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利⽤者（国⺠）の作業 名物チョイス
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
ポータルサイト
（システム）

◆ポイント利⽤（購⼊）

名物チョイス連携：トラストバンク （3/5）

カゴ画⾯

名物チョイスにてログイン
・ログインID
・パスワード

商品を検索して
カゴに⼊れる

注⽂⼿続きに進む

ログインID,
パスワード

ログイン認証

商品選択画⾯

マイキーID受領

ログインID受信

⾃治体ポイント残⾼、特定⽀援イベントポイント残⾼
※保留ポイント残⾼は送信しない

ログインID、選んだ商品の地⽅公共団体コード、
または特定⽀援イベントコード

「名物チョイス」
ログイン画⾯

ログインID
パスワード

ログイン

マイページ
⾃治体ポイント、

特定⽀援イベントポイント
残⾼表⽰

マイページにて表⽰される
⾃治体ポイント残⾼と、
特定⽀援イベントポイント

残⾼を確認

ログインID

⾃治体ポイント残⾼、
または、特定⽀援イベント

ポイント残⾼を受信

マイキーID照会

マイキーID受領

ログインID受信

⾃治体ポイント残⾼、または特定⽀援イベントポイント残⾼

次項へ

カゴに⼊れる

注⽂する

マイキーID

マイキーID照会

マイキーID

①ログイン

⾃治体ポイント⼝座、
特定⽀援イベント⼝座

残⾼確認・通知

②⾃治体ポイント残⾼を確認

③クリック
(商品選択)

④クリック
(決定)

ログインIDをキーに
マイキーID照会

ログインIDをキーに
マイキーID照会
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利⽤者（国⺠）の作業 名物チョイス
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
ポータルサイト
（システム）

名物チョイス連携：トラストバンク （4/5）

完了画⾯
商品の注⽂
完了確認

マイキーID受領

⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント

減算

⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント

利⽤実績データ受信

⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント

減算結果受信

ログインID、地⽅公共団体コードまたは
特定⽀援イベントコード、利⽤ポイント数

ログインID マイキーID 地⽅公共団体
コード

特定⽀援
イベントコード 利⽤ポイント数 …

オンライン決済
オーソリ（与信）

結果受信

オンライン決済
オーソリ（与信）

照会

⽀払い画⾯

利⽤する⾃治体ポイント数
と、不⾜分の⽀払い⽅法を
⼊⼒し購⼊ボタンをクリック

前⾴から

利⽤ポイント

他の⽀払⽅法

注⽂確定

⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント
減算結果

マイキーID照会

マイキーID

⽀払⾦額

⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント
では⾜りない場合

⑤⽀払⽅法を⼊⼒

ログインIDをキーに
マイキーID照会

⑥注⽂完了の確認

【カード決済システム】
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販売事業者 名物チョイス
（システム）

⾃治体ポイント管理クラウド
（システム）

◆購⼊キャンセル

キャンセル⼿続き開始

売上⼀覧
キャンセル完了画⾯

キャンセル完了確認

売上⼀覧
キャンセル画⾯

②確認

⾃治体ポイント
キャンセルデータ送信

取引IDをキーに取消

⾃治体ポイント
戻し（加算）処理

⾃治体ポイント
キャンセルデータ受信

⾃治体ポイント
戻し（加算）結果送信

⾃治体ポイント
戻し（加算）結果受信

①クリック

• ⾃治体ポイントを使って購⼊し、キャンセルが⾏われた場合は、利⽤したポイントは
元の⾃治体ポイント⼝座に戻ります。

• 精算⾦の⽀払が⾏われた後のキャンセルを認めるかどうかは、⾃治体が事前に決定しておく。

売上ステータスの
変更

名物チョイス連携：トラストバンク （5/5）
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8. クラウドファンディングに自治体ポイントを活用する設定 

（例）セキュリテ（ミュージックセキュリティーズ）の場合 

＜自治体の担当者の作業手順＞ 

１．導入方法 

（１）フォームで申込 

申込フォーム（https://www.securite.jp/jichitai）へアクセスし、画面のフォーム

に自治体担当者の自治体メールアドレス等の必要事項を入力し「送信」をクリックする。 

（２）管理システムの ID・パスワード受領 

・システムから自動的に自治体担当者のメールアドレス宛に管理システム利用のための

ID が送付される。 

・メールに記載の URL をクリックし、パスワードを登録し、管理システムにログインを

行う 

（３）管理システム上で自治体ポイントの利用対象ファンドを登録 

管理システムではファンド事業者の地域と、業種（食品製造、農業、観光・宿泊など）

を基準にファンドの検索ができるので、自治体の地域と同じで、力を入れたい事業のフ

ァンドを選択する。選択されたファンドは自治体ポイントでの投資が可能となる。 

２．投資対象事業者の選考 

以下の 2種類の方法があり、各自治体が決定する。 

Ａ．既存ファンドからの選考 

 すでに投資型クラウドファンディングで募集している既存のファンド（各自治体が

重要と考える地域と業種で検索できる）から自治体ポイント利用の対象としたいファ

ンドを選び、メールでミュージックセキュリティーズ社に指示し、自治体ポイントで

の投資が可能になる。 

Ｂ．自治体の紹介により新規のファンドを作る場合 

地域に根差した事業を行っており、自治体としても資金調達を後押ししたい 

事業者をクラウドファンディング事業者に紹介する。事業者との面談、審査、 

ファンドの組成、投資家の募集はすべてミュージックセキュリティーズ株式 

会社が行う。審査通過後、自治体担当者へメールで通知、承諾の確認が出来 

次第、自治体ポイントを使った投資が可能になる。 

 

＜個人投資家の利用手順＞ 

１．個人投資家がセキュリテの会員 ID を取得する  

会員登録画面にアクセスする。（https://www.securite.jp/member/apply/address） 

（１）メールアドレスを入力する 

（２）入力したメールアドレスにメールが届き、記載された URL をクリック 

（３）表示された画面にパスワード、生年月日を入力し、登録完了 
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２．ID 連携  

（１）「マイキープラットフォームポータルサイト」にログインする 

（２）「セキュリテ（ミュージックセキュリティーズ）」と連携ボタンをクリックする 

（３）セキュリテのログイン画面にログインすると、ID 連携結果画面が表示される 

３．利用者が自治体ポイントでファンドに投資する 

利用者は投資を行いたいファンドを選択し、画面に沿って申込を行う。決済方法の選択で

は、ATM、銀行/郵便窓口、インターネットバンキング、クレジットカードと合わせて、自治

体ポイントも利用できる。 

（１）匿名組合契約説明書を確認（ファンドの留意事項を確認） 

（２）申込者の情報を入力（すでに登録されていれば自動で入力される） 

（３）匿名組合契約書を確認 

（４）購入数、決済方法を選択する 

 自治体ポイントの利用には、「表示する」をクリックし、残額を確認した後、利用ポ

イントを入力する。 

（５）決済 

自治体ポイント利用後の支払い残額がある場合、「決済に進む」をクリックし残額

の決済を行う。 

（６）取引時確認（本人確認） 

「取引時確認（本人確認）」が完了していない場合、クラウドファンディングサイト

の会員専用ページ（https://www.securite.jp/mypage/home）から取引時確認（本人確

認）資料（個人番号カードの表面等）の画像アップロードを行うか、FAX またはコピ

ーを郵送する。 

 

参考： 

・投資型クラウドファンディングとは 

地域を担う事業者が、主に個人から元本返済義務のない資金をインターネットを通じて調

達する手段。地域資源の活用やブランド化など、地方創生等の地域活性化に資する取り組

みを支えるさまざまな事業に対する資金調達の手法である。 

・募集するファンドの審査、留意事項について 

ファンド募集にあたり、個人投資家への共感性に加え、資金調達を行う事業者の財務諸

表、決算書、事業計画書等から、投資家から広く資金を集める事業体としての財務状況

かどうか、分配金を支払うことができる事業計画の確からしさについて審査を行ってい

る。投資家は投資する際、契約書で出資金の元本が割れる等の留意事項に同意の上、投

資を行う。これらの審査や、投資家への勧誘行為は、金商法に則り、第二種金融商品取

引業者として金融庁に登録しているミュージックセキュリティーズ株式会社が行う。 
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II. 活用 

Ⅱ-1. マイナンバーカードを図書館カードや商店街のポイントカードなどの様々な利用

者カードとして活用する場合 

9. サービス ID の登録 

 

（図書館・店舗等で利用者によりマイキープラットフォームに登録） 

利用者は、図書館や商店街ポイントカードを導入している商店街の店舗等に行き、図書館

や店舗等の担当者にサービス ID の登録を以下の手順で依頼する。（利用開始時、初回に限

る。） 

 

① 図書館や店舗等の担当者は、端末の画面上に表示された「マイキープラットフォー

ム等活用ソフト」のアイコンをクリックし（画面 8，P12 参照）、表示されたメニュ

ー画面（画面 22，P13 参照）から「サービス ID の登録」ボタンを選択する。（→画

面 23 へ） 

※「マイキープラットフォーム等活用ソフト」は、マイキープラットフォームとの

通信の際、端末認証を行う。 

② 図書館や店舗等の担当者は、利用者の持参した利用カードを用いて図書館システム

等で利用者照会を行い本人確認したうえで、利用カード番号を画面（画面 23）に入

力する。 

マイナンバーカードと利用者の持参した利用カードの両方が読み取れる IC カー

ドリーダライタがある場合、図書館や店舗等の担当者は、利用者の持参した利用カ

ードを用いて図書館システム等で利用者照会を行い本人確認したうえで、IC カード

リーダライタに利用カードをセットし、画面（画面 23）の「読取」ボタンをクリッ

クし、表示されるサービス ID と利用カード番号が同じであることを確認する。 

現住所変更の自動通知を希望する場合は、画面（画面 23）で住所変更の自動通知

を設定する。 

（現住所の変更を通知するために、署名用電子証明書の発行番号を取得し利用する

ことについて説明を表示する。） 

③ 利用者は、当該端末に接続された IC カードリーダライタにマイナンバーカードを

セットし、図書館や店舗等の担当者は、サービス ID の登録画面の「登録」ボタンを

クリックする。（→画面 24 へ） 

※マイキープラットフォームは、当該利用者のマイキーID ごとにサービス ID を登

録する。 

  

対応を検討中 
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（参考）利用者のテーブル 

マイキーID サービス ID 利用者証明用 

電子証明書 

発行番号 

 署名用 

電子証明書 

発行番号 

（住所変更の自動

通知を希望した 

場合のみ） 

ID 付与 

事業者 ID 

顧客 ID 

（利用カード

番号） 

MY123456 000001 1111111 030D45  0249FB 

KEY34567 000002 222222 030D48   

・・・ ・・・ ・・・ ・・・   

マイナンバーカードの再発行等により利用者証明用電子証明書の発行番号が変わっ

た場合、初回の利用時に自動的に更新される。 

なお、住所変更の自動通知を希望した場合は、署名用電子証明書についても、あわ

せて更新される。 

④ 登録後、マイキープラットフォームに登録されたサービス ID（ID 付与事業者名と

顧客 ID）が画面（画面 24）に表示されるので、図書館や店舗等の担当者は、利用者

が持参した利用カードと同じ番号であることを確認する。表示されたサービス ID が、

利用カード番号と異なり、誤入力が確認された場合、「前の画面に戻る」をクリック

し、②の画面（画面 23）に戻り、再度、登録する。 

 

10. サービス ID を呼び出して様々な利用者カードとして活用 

① 図書館や店舗等の担当者は、端末の画面上の「マイキープラットフォーム等活用ソ

フト」のアイコンをクリックし（画面 8，P12 参照）、メニュー画面（画面 22，P13

参照）を表示する。 

② 「サービス ID の照会」ボタンを選択する。（→画面 25 へ） 

③ 利用者が、IC カードリーダライタにマイナンバーカードをセットし、図書館や店舗

等の担当者が、「照会」ボタンをクリックすると、画面 26 に番号通知方式ごとに、

連携の仕組みが表示されるので、それに従い、図書館管理システムや商店街ポイン

ト管理システムなどの画面を呼び出し、従来どおりの対応をする（参考 27）。 
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Ⅱ-2. 自治体ポイントを公共施設の入場料の支払や商店街での買物などに活用する

場合 

11. マイナンバーカードで自治体ポイントを活用する  

 

① ポイントを利用する 

 店舗等の担当者は、端末の画面上に表示されている「マイキープラットフォー

ム等活用ソフト」のアイコンをクリックし（画面 8，P12 参照）、表示されたメ

ニュー画面（画面 22，P13 参照）から「自治体ポイント管理クラウドへ」ボタ

ンをクリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

 店舗等の担当者は、自治体ポイント管理クラウドのログイン画面（画面 2，P2

参照）で、予め自治体より配布され端末登録に活用した端末 ID と端末パスワー

ドを入力し、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）を表示する。 

 店舗等の担当者は、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）の「ポイント

利用」を選択する。（→画面 29 へ） 

 利用者は、端末に接続された IC カードリーダライタにマイナンバーカードをセ

ットする。 

 店舗等の担当者が、画面（画面 29）の「カード読取」ボタンをクリックすると、

当該端末で利用可能な当該利用者のポイント残高が表示されるので、表示内容

を確認のうえ、利用するポイントを選択した後に利用ポイント数を入力し、「確

認」ボタンをクリックする。（→画面 30 へ） 

 店舗等の担当者は、画面（画面 30）に表示されたポイント利用内容を確認し、

「利用」ボタンをクリックする。（→画面 31 へ） 

※利用ポイント数が減算される。（プリンターに接続されている場合は、画面（画

面 31）の「レシート印字」ボタンをクリックし、レシート出力が可能） 

 店舗等の担当者は、レジ端末等の「値引き」等の機能を活用して、商品購入金額

または施設利用料金等から利用ポイント数を精算する。 
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② ポイント券を利用する 

 

(ア) ポイント券を発行する 

 店舗等の担当者は、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）の「ポイント

券発行」を選択する。（→画面 32 へ） 

 利用者は、端末に接続された IC カードリーダライタにマイナンバーカードをセ

ットする。 

 店舗等の担当者が、画面（画面 32）の「カード読取」ボタンをクリックすると、

当該端末で利用可能な当該利用者のポイント残高が表示される。ポイント券に

設定する有効期限を入力し、ポイント券に利用するポイントを選択した後に、

ポイント数を入力し、「確認」ボタンをクリックする。（→画面 33 へ） 

※自治体ポイントの有効期限とは関係無く、新たにポイント券の有効期限が新

たに付される（30 日以内）。 

消し込み処理が行われたものだけに清算金が支払われ、消し込み処理無く、ポ

イント券有効期限を迎えたものは、失効する。 

 店舗等の担当者は、画面（画面 33）に表示されたポイント券発行内容を確認し、

「発行」ボタンをクリックして、ポイント券を発行する。（→画面 34 へ） 

（端末に接続されたプリンターからポイント券が出力される） 

（ポイント券を発行した後、画面（画面 34）の「再発行」ボタンをクリックす

ると、ポイント券が再発行される） 

 店舗等の担当者は、偽造防止のためポイント券の発行認印欄に認印を押す（も

しくはサインする）。 

 

(イ) ポイント券を利用する 

 店舗等の担当者は、ポイント券に発行認印等が押されていることを確認し、レ

ジ端末等の「値引き」等の機能を活用して、商品購入金額または施設利用料金

等からポイント券の発行ポイント数を精算する。 

 店舗等の担当者は、二重利用防止のためポイント券の利用店舗印欄に利用店舗

印を押し（もしくはサインし）、保管する。（発行ポイント数の一部利用は不可） 
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(ウ) ポイント券を消し込む 

 

A) 店舗等にポイント券の読取端末が設置されていない場合 

 店舗等の担当者は、保管した利用済みポイント券をポイント券の消込場所（商

工会等）に提出する。 

 ポイント券の消込場所の担当者は、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）

の「ポイント券消込」を選択する。（→画面 35 へ） 

 ポイント券の消込場所の担当者は、ポイント券に利用店舗印等が押されている

ことを確認し、ポイント券の QR コードを QR コードリーダにかざしてポイン

ト券のポイント券情報を読み取る。または、ポイント券の発券番号を画面（画

面 35）に入力し「ポイント券情報読取」ボタンをクリックする。ポイント券の

読取情報が表示されるので、表示内容を確認のうえ、「消込処理」ボタンをクリ

ックする。（→画面 36 へ） 

（発券番号は推測されないよう、一意の 12 桁の乱数とする。例：987654321012） 

（プリンターに接続されている場合は、画面（画面 36）の「レシート印字」ボ

タンをクリックし、レシート出力が可能） 

 

B) 店舗等にポイント券の読取端末が設置されている場合 

 店舗等の担当者は、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）の「ポイント

券消込」を選択する。（→画面 35 へ） 

 店舗等の担当者は、ポイント券に利用店舗印等が押されていることを確認し、

ポイント券の QR コードを QR コードリーダ等の端末にかざしてポイント券の

ポイント券情報を読み取る、またはポイント券の発券番号を画面（画面 35）に

入力して「ポイント券情報読取」ボタンをクリックする。ポイント券の読取情

報が表示されるので、表示内容を確認のうえ、「消込処理」ボタンをクリックす

る。（→画面 36 へ） 

（発券番号は推測されないよう、一意の 12 桁の乱数とする。例：987654321012） 

（プリンターに接続されている場合は、画面（画面 36）の「レシート印字」ボ

タンをクリックすると、レシート出力が可能） 
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III. 自治体ポイントと商店街ポイントの合算 

12. ポイント券を用いた合算 

 

※マイキープラットフォーム・自治体ポイント管理クラウドは使用しない。 

 店舗等の担当者は、ポイント券に発行認印等が押されていることを確認し、既

存商店街ポイントシステム側で、発行ポイント数を既存商店街ポイントに加算

する。 

 店舗等の担当者は、二重利用防止のためポイント券の利用店舗印欄に利用店舗

印を押し（もしくはサインし）、保管する。 

 

 

13. 商店街ポイント ID をサービス ID としてマイキープラットフォームに登録 

 

（参考：マイキープラットフォームと商店街ポイントシステムの事前準備） 

(ア) 各商店の端末登録 

＜マイキープラットフォームへの登録＞ 

 店舗等の担当者は、インターネット(Web)でマイキープラットフォームのポータ

ルサイトを開く（画面 1，P1 参照）。 

 店舗等の担当者は、「マイキープラットフォーム等活用ソフトのダウンロード」

ボタンをクリックし（→画面 6 へ，P11 参照）、ダウンロード完了後「実行」

ボタンをクリックし（画面 6，P11 参照）、画面の指示に従い（画面 7，P11 参

照）、「マイキープラットフォーム等活用ソフト」をインストールする。インス

トールが完了すると、端末の画面に「マイキープラットフォーム等活用ソフト」

のアイコンが表示されていることを確認する（画面 8，P12 参照）。 

 店舗等の担当者は、「マイキープラットフォーム等活用ソフト」のアイコンを

クリックし（→画面 9 へ，P12 参照）、同ソフトを開く（画面 9，P12 参照）。 

 店舗等の担当者は、予め配布された端末 ID と端末パスワードを入力し、「登録」

ボタンをクリックする。（→画面 10 へ，P13 参照） 

 店舗等の担当者は、様式に従い連絡先を入力する（画面 10，P13 参照）。なお、

「(ア) サービス ID の確認を行う端末」の店舗等の担当者は、プルダウンメニ

ューから ID 付与事業者名を選んで入力する。 

 入力終了後、「登録」ボタンをクリックする。（登録完了後、→画面 22 へ，P13

参照） 
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※次の端末識別情報もマイキープラットフォームに登録される。 

 （Windows） 

CPU の製造番号、マザーボードの製造番号、マシンのハード構成・ソフト構成

に基づき Windows が自動生成する値、Windows インストールの都度 Windows

が自動生成する値の 4 つの情報を結合し、SHA256 でハッシュ化した 32 バイト

の値。 

 

＜商店街ポイントシステムへの登録＞ 

 店舗等の担当者は、インターネット（Web）で商店街ポイントサイトを開く。 

 店舗等の担当者は、「商店街ポイント活用ソフト」の「ダウンロード」ボタンを

クリックし（ダウンロード後、完了ボタンをクリック）、画面の指示に従い、

「商店街ポイント活用ソフト」をインストールする。インストールが完了する

と、端末の画面に「商店街ポイント活用ソフト」のアイコンが表示される。 

 店舗等の担当者は、商店街ポイントサイトを表示していたブラウザを閉じ、端

末の画面上に表示された「商店街ポイント活用ソフト」を開く 

 店舗等の担当者は、商店街ポイントサービスの端末 ID と端末パスワードを入

力し、サービス ID（商店街識別）を登録する。 

 商店街ポイント活用端末について、店舗等の担当者は、連絡先を入力する。 

－担当者名、店舗名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス 

 店舗等の担当者は、確認ボタンをクリックし、表示された内容（入力した内容）

を確認のうえ、登録ボタンをクリックする。 

※商店街ポイントカードに格納された商店街ポイントカード番号をマイキープ

ラットフォーム側に引き渡すドライバーを提供 

 

(イ) サービス ID 登録 

利用者は、商店街ポイントカードを導入している商店街の店舗等に行き、店舗の

担当者にサービス ID の登録を以下の手順で依頼する。（利用開始時、初回に限

る。） 

 店舗の担当者は、端末の画面上に表示された「マイキープラットフォーム等活

用ソフト」のアイコンをクリックし（画面 8，P12 参照）、表示されたメニュー

画面（画面 22，P13 参照）から「サービス ID の登録」ボタンを選択する。（→

画面 23 へ，P32 参照） 

※「マイキープラットフォーム等活用ソフト」は、マイキープラットフォームと

の通信の際、端末認証を行う。 

 店舗の担当者は、利用者の持参した商店街ポイントカードを用いて利用者照会

を行い本人確認したうえで、IC カードリーダライタに商店街ポイントカードを
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セットし、「読取」ボタンをクリックし、表示されるサービス ID と商店街ポイ

ントカード番号が同じであることを確認する。（画面 23，P32 参照） 

現住所変更の自動通知を希望する場合は、画面（画面 23，P32 参照）で住所変

更の自動通知を設定する。 

（現住所の変更を通知するために、署名用電子証明書の発行番号を取得し利用

することについて説明を表示する。） 

 利用者は、当該端末に接続された IC カードリーダライタにマイナンバーカード

をセットし、店舗の担当者は、サービス ID の登録画面の「登録」ボタンをクリ

ックする。（→画面 24 へ，P32 参照） 

※マイキープラットフォームは、当該利用者のマイキーID ごとにサービス ID を登録す

る。 

 

14. マイナンバーカードを用いた合算 

 

 店舗等の担当者は、端末の画面上に表示されている「マイキープラットフォー

ム等活用ソフト」のアイコンをクリックし（画面 8，P12 参照）、表示されたメ

ニュー画面（画面 22，P13 参照）から「自治体ポイント管理クラウドへ」ボタ

ンをクリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

 店舗等の担当者は、自治体ポイント管理クラウドのログイン画面（画面 2，P2

参照）で、予め自治体より配布され端末登録に活用した端末 ID と端末パスワー

ドを入力し、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）を表示する。 

 店舗等の担当者は、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）の「商店街ポ

イント合算」を選択する。（→画面 37 へ） 

 利用者は、端末に接続された IC カードリーダライタにマイナンバーカードをセ

ットする。 

 店舗等の担当者が、画面（画面 37）の「カード読取」ボタンをクリックすると、

当該端末で利用可能な当該利用者のポイント残高が表示されるので、合算に利

用するポイント数を入力し、「確認」ボタンをクリックする。（→画面 38 へ） 

※「カード読取」ボタンをクリックすると、マイキープラットフォームから当該

サービス ID を取り寄せる。サービス ID には ID 付与事業者 ID と商店街ポイ

ント ID が含まれる。 

 店舗等の担当者は、画面（画面 38）に表示されたポイント合算内容を確認し、

「合算」ボタンをクリックする。（→画面 39 へ） 

※自治体ポイント管理クラウドから暗号化された合算ポイントファイルが端末

に送付され、下記仕様で商店街ポイントシステムに連携する。 
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＜商店街ポイントシステムとの連携仕様＞ 

① 自治体ポイント管理クラウドで連携情報をファイルに出力し、ファイルの

暗号化（AES128：共通鍵暗号化方式）を行う。 

 【連携情報】 

  1.商店街ポイント ID 2.合算ポイント数 3.取引済番号（取引日時+連 

番） 4.改ざん検知用ハッシュ値 

※ハッシュ値は、上記 1～3 と特定の文字列を結合し、ハッシュ化ア 

ルゴリズム（MD5）で生成。 

② 自治体ポイント管理クラウドから端末内の特定の場所に①で暗号化した

ファイルを送付する。 

③ 店舗等の担当者は、端末の画面上に表示された「商店街ポイント活用ソフ

ト」のアイコンをクリックし、当該商店街ポイントシステムのメニュー画

面から「合算ポイント受取」ボタンを選択する。 

④「商店街ポイント活用ソフト」が暗号化したファイルを取り込み、ファイ

ルの復号化を行う。 

⑤ 「商店街ポイント活用ソフト」が復号化したファイルを用いて、改ざん検

知、取引済番号での重複チェックを行う。 

⑥ 改ざん検知、重複チェックが完了したファイルを用いて、「商店街ポイン

ト活用ソフト」がポイント合算を行う。 
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15. 商店街ポイントカードを用いた合算 

 

 店舗等の担当者は、端末の画面上に表示されている「マイキープラットフォー

ム等活用ソフト」のアイコンをクリックし（画面 8，P12 参照）、表示されたメ

ニュー画面（画面 22，P13 参照）から「自治体ポイント管理クラウドへ」ボタ

ンをクリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

 店舗等の担当者は、自治体ポイント管理クラウドのログイン画面（画面 2，P2

参照）で、予め自治体より配布され端末登録に活用した端末 ID と端末パスワー

ドを入力し、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）を表示する。 

 店舗等の担当者は、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）の「商店街ポ

イント合算」を選択する。（→画面 37 へ，P48 参照） 

 利用者は、端末に接続された IC カードリーダライタに商店街ポイントカードを

セットする。 

 店舗等の担当者が、画面（画面 37，P48 参照）の「カード読取」ボタンをクリ

ックし、マイキープラットフォームから商店街ポイント ID を用いてマイキー

ID を取り寄せ、当該端末で利用可能な当該利用者のポイント残高が表示される

ので、合算ポイント数を入力して「確認」ボタンをクリックする。（→画面 38

へ） 

※商店街ポイントカードの読み取りは、キーボードインターフェースで処理を

行う。読取りに必要なドライバー等は商店街ポイントシステム側で用意頂く。 

 画面（画面 38）に表示されたポイント合算内容を確認し、「合算」ボタンをクリ

ックする。（→画面 39 へ） 

※自治体ポイント管理クラウドから暗号化された合算ポイントファイルが端末

に送付され、下記仕様で商店街ポイントシステムに連携する。 

＜商店街ポイントシステムとの連携仕様＞ 

① 自治体ポイント管理クラウドで連携情報をファイルに出力し、ファイルの

暗号化（AES128：共通鍵暗号化方式）を行う。 

 【連携情報】 

  1.商店街ポイント ID 2.合算ポイント数 3.取引済番号（取引日時+連

番） 4.改ざん検知用ハッシュ値 

※ハッシュ値は、上記 1～3 と特定の文字列を結合し、ハッシュ化ア 

ルゴリズム（MD5）で生成。 

② 自治体ポイント管理クラウドから端末内の特定の場所に①で暗号化した

ファイルを送付する。 

③ 店舗等の担当者は、端末の画面上に表示された「商店街ポイント活用ソフ
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ト」のアイコンをクリックし、当該商店街ポイントシステムのメニュー画

面から「合算ポイント受取」ボタンを選択する。 

④ 「商店街ポイント活用ソフト」が暗号化したファイルを取り込み、ファイ

ルの復号化を行う。 

⑤ 「商店街ポイント活用ソフト」が復号化したファイルを用いて、改ざん検

知、取引済番号での重複チェックを行う。 

⑥ 改ざん検知、重複チェックが完了したファイルを用いて、「商店街ポイン

ト活用ソフト」がポイント合算を行う。 

 

16. マイナンバーカードで商店街ポイントシステムを活用 

 店舗等の担当者は、端末の画面上に表示されている「商店街ポイント活用ソフ

ト」のアイコンをクリックし、ログイン ID とパスワードを入力してログイン

し、メニュー画面を表示する。 

 店舗等の担当者は、メニュー画面の「ポイント利用」を選択する。 

 利用者は、端末に接続された IC カードリーダライタにマイナンバーカードをセ

ットする。 

 店舗等の担当者が、画面の「カード読取」ボタンをクリックし、マイキープラッ

トフォームからマイキーID を用いて商店街ポイント ID を取り寄せ、画面に表

示された当該端末で利用可能な当該利用者のポイント残高を確認のうえ、利用

ポイント数を入力して「確認」ボタンをクリックする。 

※マイナンバーカードの読取りは、商店街ポイント活用ソフトからマイキープ

ラットフォーム等活用ソフトを呼び出し、処理を行う。 

なお、マイナンバーカードを読取る仕組みおよびマイキープラットフォーム

からマイキーID を用いて商店街ポイント ID を取り寄せる仕組みは、マイキ

ープラットフォームが提供する「マイキープラットフォーム等活用ソフト」の

機能を活用する。（同ソフトがインストールされていれば、店舗等の担当者は

ソフトを立ち上げる必要はない。） 

店舗等の担当者は、画面に表示されたポイント利用内容を確認し、処理を実行

する。 

※利用ポイント数が減算される。（プリンターに接続されている場合は、画面の

「レシート印字」ボタンをクリックし、レシートの出力も可能） 

 店舗等の担当者は、レジ端末等の「値引き」等の機能を活用して、商品購入金額

または施設利用料金等から利用ポイント数を精算する。 

※ポイント合算後は、商店街ポイントカードを通常の買い物等に利用できる。 

※商店街ポイントカード内にポイント残高をチャージするポイントサービスに

ついても、同様に自治体ポイント管理クラウドの連携仕様で対応が可能。 



52 
 

 

17. 商店街ポイントシステムにマイキーID が格納されている場合の活用法 

 

① マイナンバーカードを用いて合算する 

 店舗等の担当者は、端末の画面上に表示された「マイキープラットフォーム等

活用ソフト」のアイコンをクリックし（画面 8，P12 参照）、表示されたメニュ

ー画面（画面 22，P13 参照）から「自治体ポイント管理クラウドへ」ボタンを

クリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

 店舗等の担当者は、自治体ポイント管理クラウドのログイン画面（画面 2，P2

参照）で、予め自治体より配布され端末登録に活用した端末 ID と端末パスワー

ドを入力し、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）を表示する。 

 店舗等の担当者は、ポイントメニュー画面（画面 28，P35 参照）の「商店街ポ

イント合算」を選択する。（→画面 37 へ，P48 参照） 

 利用者は、端末に接続された IC カードリーダライタにマイナンバーカードをセ

ットする。 

 店舗等の担当者が、画面（画面 37，P48 参照）の「カード読取」ボタンをクリ

ックし、表示された当該端末で利用可能な当該利用者のポイント残高を確認の

うえ、合算ポイント数を入力し、「確認」ボタンをクリックする。（→画面 38

へ，P49 参照） 

 店舗等の担当者は、画面（画面 38，P48 参照）に表示されたポイント合算内容

を確認し、「合算」ボタンをクリックする。（→画面 39 へ，P49 参照） 

※自治体ポイント管理クラウドから暗号化された合算ポイントファイルが端末

に送付され、下記仕様で商店街ポイントシステムに連携する。 

＜商店街ポイントシステムとの連携仕様＞ 

① 自治体ポイント管理クラウドで連携情報をファイルに出力し、ファイルの

暗号化（AES128：共通鍵暗号化方式）を行う。 

 【連携情報】 

  1.マイキーID 2.合算ポイント数 3.取引済番号（取引日時+連番）  

  4.改ざん検知用ハッシュ値 

※ハッシュ値は、上記 1～3 と特定の文字列を結合し、ハッシュ化ア 

ルゴリズム（MD5）で生成。 

② 自治体ポイント管理クラウドから端末内の特定の場所に①で暗号化した

ファイルを送付する。 

③ 店舗等の担当者は、端末の画面上に表示された「商店街ポイント活用ソフ

ト」のアイコンをクリックし、当該商店街ポイントシステムのメニュー画



53 
 

面から「合算ポイント受取」ボタンを選択する。 

④ 「商店街ポイント活用ソフト」が暗号化したファイルを取り込み、ファイ

ルの復号化を行う。 

⑤ 「商店街ポイント活用ソフト」が復号化したファイルを用いて、改ざん検

知、取引済番号での重複チェックを行う。 

⑥ 改ざん検知、重複チェックが完了したファイルを用いて、「商店街ポイン

ト活用ソフト」がポイント合算を行う。 

 

② マイナンバーカードで商店街ポイントシステムを活用する 

 店舗等の担当者は、インターネット（Web）で商店街ポイントシステムのログ

イン画面を呼び出し、ログイン ID とパスワードを入力してログインする。 

 店舗等の担当者は、メニュー画面の「ポイント利用」を選択する。 

 利用者は、端末に接続された IC カードリーダライタにマイナンバーカードをセ

ットする。 

 店舗等の担当者が、画面の「カード読取」ボタンをクリックし、表示された当該

端末で利用可能な当該利用者のポイント残高を確認のうえ、利用ポイント数を

入力し、「確認」ボタンをクリックする。 

※マイナンバーカードの読取りは、商店街ポイントシステムから「マイキープラ

ットフォーム等活用ソフト」を呼び出し、処理を行う。 

（同ソフトがインストールされていれば、店舗等の担当者はソフトを立ち上

げる必要はない。） 

 店舗等の担当者は、画面に表示されたポイント利用内容を確認し、「利用」ボタ

ンをクリックする。 

※利用ポイント数が減算される。（プリンターに接続されている場合は、画面の

「レシート印字」ボタンをクリックし、レシート出力が可能） 

 店舗等の担当者は、レジ端末等の「値引き」等の機能を活用して、商品購入金額

または施設利用料金等から利用ポイント数を精算する。 
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IV. 利用者マイページでできること 

利用者は、マイページでポイント残高・利用履歴の確認、ポイント移行、各種設定情報の

登録・確認・変更等を操作する。 

 

(1)  マイページのアイコン作成 

 スマートフォン（Android）から、インターネット（Web）でマイキープ

ラットフォームのポータルサイト（スマートフォン版）を呼び出し、「利

用者マイページアプリのダウンロード」ボタンをクリックし、GooglePlay

から「利用者マイページアプリ」をダウンロード・インストールする。イ

ンストール完了後、スマートフォンの画面に、「利用者マイページアプリ」

のアイコンが表示される（参考 1-2，P56 参照）。 

 パソコン（Windows）の場合は、インターネット（Web）でマイキープラ

ットフォームのポータルサイト（画面 1，P1 参照）を呼び出し、「利用者

マイページへ」ボタンをクリックする。（→画面 18 へ） 

表示された利用者ログイン画面（画面 18）を、ブラウザのお気に入りに

登録する。または、デスクトップに利用者ログイン画面（画面 18）のシ

ョートカットアイコンを作成する。 

 

(2)  マイページにログインする 

 スマートフォンの画面の「利用者マイページアプリ」のアイコンをクリッ

クする。（→画面 18 へ） 

 パソコンの場合は、ブラウザのお気に入りから利用者ログイン画面を呼

び出すか、デスクトップの利用者ログイン画面のショートカットアイコ

ンをクリックする。（→画面 18 へ） 

＜マイキーID とパスワードでログインする場合＞ 

 利用者ログイン画面（画面 18）でマイキーID とパスワードを入力して

「ログイン」ボタンをクリックする。（→画面 19 へ） 

＜マイナンバーカードでログインする場合＞ 

 利用者ログイン画面（画面 18）で IC カードリーダライタにマイナンバー

カードをセットし、「ログイン」ボタンをクリックすると、画面 15（P17

参照）が現れるので、利用者証明用電子証明書のパスワード（４桁）を入

力し、「OK」ボタンをクリックする。（→画面 19 へ） 
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(3)  ポイントを移行する 

(i) 地域経済応援ポイントを留保ポイント等に移行する 

マイページ（画面 19）の左側のメニュー画面の「地域経済応援ポイント協力

会社一覧」をクリックし（→画面 40 へ）、ポイントを移行する会社のロゴを

クリックする。 

＜参考＞ 

地域経済応援ポイントの移行は、地域経済応援ポイント協力会社のサイ

トで行う。（Ⅰ.6 .⑧を参照） 

地域経済応援ポイントの移行は以下の３種類がある。 

 地域経済応援ポイントを留保ポイントに移行する 

 地域経済応援ポイントから直接、自治体ポイントに移行する 

 地域経済応援ポイントから直接、特定支援イベントに移行する 

 

(ii) 留保ポイントを自治体ポイントに移行する 

 利用者は、利用者マイページ（画面 19）で留保ポイント残高を確認のう

え、同ページの左側メニュー画面の「留保ポイントを自治体ポイントに移

行」を選択する。（→画面 41 へ） 

 利用者は、留保ポイントを移行する自治体の都道府県を選択し、画面（画

面 41）の「表示」ボタンをクリックする。（→画面 42 へ） 

 利用者は、画面（画面 42）に表示された自治体ポイントの一覧から、移

行する自治体ポイントを選択する。（→画面 43 へ） 

 利用者は、移行ポイント数を画面（画面 43）に入力し「確認」ボタンを

クリックする。（→画面 44 へ） 

 利用者は、画面（画面 44）に表示されたポイント移行の内容（移行する

自治体ポイント、移行ポイント数）を確認し、「実行」ボタンをクリッ

クする。（→画面 45 へ）（移行完了） 
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(iii) 留保ポイントを特定支援イベントに移行する 

 利用者は、利用者マイページ（画面 19，P55 参照）で留保ポイント残高

を確認のうえ、同ページの左側メニュー画面（画面 19，P55 参照）の「留

保ポイントを特定支援イベントに移行」を選択する。（→画面 46 へ） 

 利用者は、留保ポイントを移行する自治体の都道府県をプルダウンで選

択し、画面（画面 46）の「表示」ボタンをクリックする。（→画面 47 へ） 

 利用者は、一覧表示された都道府県の特定支援イベントを選択（→画面 49

へ）または市区町村名を選択する。（→画面 48 へ） 

(市区町村名を選択した場合は画面（画面 48）に表示された市区町村の特

定支援イベントから移行対象の特定支援イベントを選択する)（画面 49 へ） 

 利用者は、移行ポイント数を画面（画面 49）に入力し「確認」ボタンを

クリックする。（→画面 50 へ） 

 利用者は、画面（画面 50）に表示されたポイント移行の内容（移行する

特定支援イベント、移行ポイント数）を確認し、「実行」ボタンをクリッ

クする。（移行完了） 
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(4)  ポイント残高・利用履歴を確認する 

(i) 留保ポイント 

 メニュー画面（画面 19）で留保ポイントの残高と受取履歴を一覧で確認

する。 

※応援ポイント会社から留保ポイントへの移行履歴を確認したい場合は、

「・留保ポイント残高」の右側にある「履歴照会」をクリックするか、

画面左側のメニューバーから「留保ポイントの履歴照会」をクリックす

る。（→画面 51 へ） 

 画面（画面 51）に表示された留保ポイントの移行（受取）履歴を確認す

る。 

 

(ii) 自治体ポイント 

 メニュー画面（画面 19）で自治体ポイント残高または、取引履歴を確認

する。 

※詳細なポイント残高を確認したい場合、メニュー画面（画面 19）左側の

メニューバーから「自治体ポイントの履歴照会」を選択する。（→画面

52 へ） 

 画面（画面 52）に表示された各自治体ポイントの残高を確認し、「履歴照

会」ボタンをクリックする。（→画面 53 へ） 

※基本自治体のポイント残高が先頭に表示され、以下、ポイント残高が多

い順に表示される。 

 画面（画面 53）に表示された自治体ポイントの取引履歴を確認する。 

 

(iii) 特定支援イベント 

 メニュー画面（画面 19）で特定支援イベントの取引履歴を確認する。 

※メニュー画面（画面 19）左側のメニューバーから「特定支援イベント

の履歴照会」を選択する。（→画面 54 へ） 

 画面（画面 54）に表示された各特定支援イベントの残高を確認し、「履歴

照会」ボタンをクリックする。（→画面 55 へ） 

 画面（画面 55）に表示された特定支援イベントの利用履歴を確認する。 

※ポイント残高が多い順に表示される。 
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(5)  地域経済応援ポイント移行用等のサービス ID を設定する 

 メニュー画面（画面 19，P64 参照）から「地域経済応援ポイント移行用

等のサービス ID 設定等」を選択し、地域経済応援ポイント移行用等のサ

ービス ID 設定等画面（画面 56，P19 参照）を表示する。以下は、「Ⅰ.6 .

⑧」と同じ。 

 

(6)  サービス ID の登録状況を確認する 

 メニュー画面（画面 19，P64 参照）から「サービス ID の登録状況照会」

を選択し、現在登録しているサービス ID をサービス ID の登録状況照会

画面（画面 57）で確認する。 

※サービス ID の登録状況は、一覧で表示する。 

（参考）サービス ID の登録状況のイメージ 

ID 付与事業者名 顧客 ID 

川崎市立図書館 180000000011 

ブレーメン商店街 520625 

 

(7)  利用者情報を照会・変更する 

 利用者は、メニュー画面（画面 19，P64 参照）の「利用者情報の変更」

を選択する。（→画面 58 へ） 

 利用者は、画面（画面 58）に表示されている利用者情報を確認し、変更

が必要な場合は内容を修正し、「変更」ボタンをクリックする。（→画面 59

へ） 

 ＜照会・変更可能な利用者情報＞ 

‐ メールアドレス 

‐ パスワード 

‐ 基本自治体（都道府県、市区町村） 

‐ メール配信設定（各自治体ポイント・特定支援イベント・留保ポイン

トが付与された場合/各自治体ポイントが失効した場合/パスワードを変

更した場合/マイキーID を登録、変更、失効した場合） 

 利用者は、画面（画面 59）に変更したい利用者情報を入力または選択し、

「確認」ボタンをクリックする。（→画面 60 へ） 

利用者は、画面（画面 60）に表示された利用者情報に変更内容が反映さ

れていることを確認のうえ、「変更」ボタンをクリックして、変更を確定

させる。 
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(8)  マイキーID を変更する 

 メニュー画面（画面 19，P64 参照）から「マイキーID の変更」を選択し、

マイキーID の変更画面（画面 61）の指示に従い、IC カードリーダライタに

マイナンバーカードをセットし、「変更」ボタンをクリックすると、画面 15

（P17 参照）が現れるので、利用者証明用電子証明書のパスワード（4 桁）

を入力する。 

 利用者は、以下(ⅰ)または(ⅱ)の方法で、マイキーID を作成・登録する。 

※マイキーID は、8 桁（半角大文字英数字）とする。 

 

 (ⅰ)マイキーID を自動生成し、変更する場合 

 利用者は、「自動生成」ボタンをクリックし、マイキーID 候補として表示さ

れた自動生成値 (重複チェック済み)を確認し、この値をマイキーID とする

場合には、「変更」ボタンをクリックし、マイキープラットフォームに登録

する。自動生成されたマイキーID 候補を登録したい場合は、再度、「自動生

成」ボタンをクリックする。ただし、自動生成は 3 回までとする。（3 回目に

自動生成された値は、マイキーID として登録される。） 

 

 (ⅱ)利用者が任意にマイキーID を作成し、変更する場合 

 利用者は、任意の 8 桁の文字列をマイキーID 候補として画面に入力し、「重

複チェック」ボタンをクリックし、この値をマイキーID とする場合には、

「変更」ボタンをクリックし、マイキープラットフォームにマイキーID と

して登録する。 

なお、重複チェックで 3 回エラーとなった場合は、(ⅰ)の自動生成による。 

※当該利用者の利用者証明用電子証明書の発行番号と有効期限もマイキーID

とあわせて登録される。 

 

(9)  マイキーID を失効させる 

 メニュー画面（画面 19，P64 参照）から「マイキーID の失効」を選択し、

マイキーID の失効画面（画面 62）の指示に従い、「マイキーID の失効」ボ

タンをクリックすると、マイキーID が失効し、「マイキーID を失効させま

した。」というメッセージが表示される。なお、失効させたマイキーID は、

有効には戻せない。 
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V. いわゆる行政ポイントとして自治体ポイントを付与する業務の支援 

  

各自治体でポイント付与業務用のパソコンを必要台数用意し、自治体ポイント管理ク

ラウドで配布する「業務支援システムソフトウェア」をインストールすることで、ポ

イント付与事業対象者名簿の登録等の業務支援機能を利用可能とする。 

 また、各自治体でマイナンバーカードの読取に対応したスマートフォン等を用意す

る場合、自治体ポイント管理クラウドで配布する「持ち歩き用ポイント付与アプリ」

をインストールすることで、持ち歩き用ポイント付与機として利用可能とする。 

 

 

(1)  事前準備（自治体ポイント管理クラウドへポイント付与事業登録） ※事業の数

だけ登録する 

 自治体職員は、インターネット（Web）でマイキープラットフォームのポー

タルサイト（画面 1，P1 参照）を呼び出し、「自治体ポイント管理クラウド

へ」ボタンをクリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

 自治体職員は、自治体ポイント管理クラウドのログイン画面（画面 2，P2 参

照）で、予め総務省より配布され端末登録に活用した端末 ID と端末パスワ

ードを入力してログインする。（→画面 3 へ，P2 参照） 

※端末登録に活用した端末 ID と端末パスワードは端末毎に割り当てており、

権限のある職員で共用する。 

 自治体職員は、メニュー画面（画面 3，P2 参照）の「ポイント付与事業登録」

を選択する。（→画面 63 へ） 

 自治体職員は、「ポイント名」、「ポイント付与事業名」、「担当部署」、「1 回の

付与ポイント数」、「備考」を画面（画面 63）に入力する。（「全国地方公共団

体コード」、「自治体名」、「ポイント有効期限」は事前登録された内容が表示

されるため、確認のみ行う。） 

 自治体職員は、「確認」ボタンをクリックし、画面（画面 64）に表示された

登録内容を確認し「登録」ボタンを押す。（→画面 65 へ） 

 ポイント付与事業管理 完了画面（画面 65）で登録処理完了のメッセージを

確認し、「戻る」ボタンをクリックする。（→画面 3 へ，P2 参照） 
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（参考：事前準備（ポイント付与事業登録）のデータ登録イメージ） 
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(2)  事前準備（業務支援システム（パソコン）のソフトウェアインストール） 

 自治体職員は、メニュー画面（画面 3，P2 参照）の「業務支援システム

のソフトウェアダウンロード」ボタンをクリックする。（→画面 66 へ） 

 自治体職員は、ダウンロード完了後、「実行」ボタンをクリックし（→画

面 67 へ）、画面（画面 67）の指示に従い、業務支援システムをインスト

ールする。 

 自治体職員は、インストールが完了後、端末の画面に業務支援システムの

アイコンが表示されていることを確認する。（インストール完了） 

 

＜業務支援システムアドオンモジュールを活用する場合＞ 

 自治体職員は、メニュー画面（画面 3，P2 参照）の「業務支援システム

アドオンモジュールのダウンロード」ボタンをクリックする。（→画面 3-

2 へ） 

 自治体職員は、業務支援システムアドオンモジュールのダウンロード画

面（画面 3-2）から必要なアドオンモジュールの「ダウンロード」ボタン

をクリックする。 

 自治体職員は、ダウンロード完了後、「実行」ボタンをクリックし、画面

の指示に従い、業務支援システムアドオンモジュールをインストールす

る。（インストール完了） 

※別の IC カードへのチャージ等の必要性から業務支援システムに特定の機

能を追加する認定された「業務支援システムアドオンモジュール」が存在す

る場合は、追加ダウンロード・インストールで活用することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務支援システムの 

アイコン 
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(3)  事前準備（初期設定） ※業務支援システム（パソコン）のみ必要 

 自治体職員は、業務支援システム（パソコン）のアイコンをクリックし、同ソ

フトを開く。（→画面 68 へ） 

 自治体職員は、ログイン画面（画面 68）で、予め総務省より配布された端末

ID と端末パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックする。（→画面

69 へ） 

 自治体職員は、初期設定画面（画面 69）で、対象者の個人特定に利用する任

意の対象者確認項目（「名前」「生年月日」「住所」「性別」「電話番号」「メール

アドレス」「備考」）を選択し、「設定」ボタンをクリックする。（→画面 70 へ） 
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（参考：事前準備（初期設定）業務支援システム（パソコン）のデータ同期イメージ） 
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（参考：業務支援システム（パソコン）の対象者リストのレコード（イメージ））

 

  

画面70：業務支援システムメニュー

<ローカルアプリ>

付与事業対象者個別⼊⼒

業務⽀援システム メニュー

▼いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイントの付与事業
対象者名簿を入力する

▼いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイントの付与事業
対象者名簿をファイルから取り込み入力する

付与事業対象者名簿取り込み⼊⼒

付与事業対象者表⽰

▼いわゆる行政ポイントとしての自治体ポイントのポイント付与
対象者を表示し、ポイントを付与する

設定
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（参考：各システムで管理するデータ項目例） 

 

  

業務⽀援システム（パソコン）

持ち歩き⽤ポイント付与機
（スマートフォン等モバイル端末）

⾃治体ポイント管理クラウドマイキープラットフォーム

マイキー
ID

全国地⽅公共
団体コード 名前 ⽣年

⽉⽇ 住所 性別 電話
番号

メール
アドレス 備考

MY123456 131016 ⼭⽥ 太郎 1940年
1⽉1⽇

東京都
千代⽥区A町1-2 男性 03-1234-5678 taro@xx.jp ・・・

MY987654 131016 佐藤 花⼦ 1938年
2⽉2⽇

東京都
千代⽥区B町3-4 ⼥性 090-111-2222 hana@xx.jp ・・・

任意項⽬ ※⾃治体単位に選択可

付与事業ID 付与事業名 担当部署 付与ポイント数
000001 健康促進事業 ⾼齢福祉課 1,000pt
000002 ⼦育て⽀援事業 ⼦育て⽀援課 500pt

【付与事業】

【対象者マスタ】

マイキーID
利⽤者証明書⽤

電⼦証明書発⾏番号
付与事業
出⽋欄

MY123456 1234567890

MY987654 9876543210

・・・ … ・・・

付与事業ID 付与
ポイント数

000001 1,000pt✓

マイキーID 全国地⽅公共
団体コード

ポイント
残⾼

MY123456 131016 2,000pt

MY987654 131016 1,000pt

… … …

マイキーID 利⽤者証明書⽤
電⼦証明書発⾏番号

MY123456 1234567890

MY987654 9876543210

… …

マイキーID

MY123456 1,000pt

MY987654 1,000pt
ポイント蓄積付与

・個別⼊⼒ （⼿⼊⼒）
・取り込み⼊⼒（ファイル読み込み）

⼊⼒マイキーIDの登録
・本⼈申告による場合
・マイナンバーカードを
読み取る場合

【出⽋欄】
健康づくり会場等でマイナンバー
カードをかざす

マイキーID

MY123456 1,000pt

MY987654 1,000pt

マイキーID 付与
ポイント数

MY123456 1,000pt

MY987654 1,000pt

付与事業ID マイキーID 付与ポイント数
000001 MY123456 1,000pt
000001 MY987654 1,000pt

【付与事業対象者名簿】

抽出
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(4)  自治体ポイントの付与事業対象者名簿の登録 ※業務支援システムのみ登録

可能 

 付与事業対象者名簿登録は、付与事業対象者個別入力画面（画面 72）で行

う。 

① 自治体職員は、メニュー画面（画面 70，P78 参照）から「付与事業対象

者個別入力」ボタンをクリックする。（→画面 72 へ） 

② 自治体職員は、付与事業対象者個別入力画面（画面 72）のポイント付与

事業名をプルダウンリストから選択する。 

 対象者は、マイナンバーカードを持参し、当該付与事業の担当窓口に来訪

する。 

 対象者は、当該付与事業の参加申請書を記入する。（名前、連絡先 等） 

 自治体職員は、当該付与事業の参加申請書を受領する。 

※対象者がマイキーID 未取得の場合は、マイキーID の登録を支援する。 

（「Ⅰ.6.マイキーID の作成・登録」参照） 

 対象者は、マイナンバーカードを IC カードリーダライタにセットする。 

 自治体職員は、マイナンバーカードが IC カードリーダライタにセットさ

れた状態のまま、付与事業対象者個別入力画面（画面 72）で、以下の操作

を行う。 

① 自治体職員は、マイナンバーカードの表面を見て、照合番号 14 桁（生

年月日 6 桁+有効期限西暦部分 4 桁+セキュリティコード 4 桁）を入力

する。 

② 自治体職員は、「券面読取」ボタンをクリックし、表示された内容（名

前、生年月日、住所、性別）と券面情報を確認する。 

※手入力で名前、生年月日、住所、性別の入力も可能。 

③ 自治体職員は、「券面読取」ボタンで自動登録されない連絡先情報（電

話番号、メールアドレス）を入力する。（必要に応じて備考も活用でき

る。） 

④ 自治体職員は、「マイキーID 読取」ボタンをクリックし、表示されたマ

イキーID を確認し、提出されている当該付与事業の参加申請書にも記

入しておく。 

 自治体職員は、「登録」ボタンをクリックし、登録完了のメッセージを確

認する。（登録完了） 

※業務支援システムアドオンモジュールに係る作業がある自治体は、それ

に付随する作業を行う。 
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（参考：付与事業対象者の個別入力時におけるレコードイメージ） 
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(5)  複数業務支援システムの対象者名簿の集約 

本庁・支所など、複数の端末で付与事業対象者名簿を作成した場合、支所の

業務支援システム（パソコン）から Excel ファイルとして出力し、本庁の業務

支援システム（パソコン）にアップロードすることで、付与事業対象者名簿の

集約が可能となる。 

 

 自治体職員は、メニュー画面（画面 70，P78 参照）から「付与事業対象者表示」

ボタンをクリックする。（→画面 73 へ） 

 支所の自治体職員は、付与事業対象者表示画面（画面 73）で、「名簿ダウンロ

ード」ボタンをクリックし、端末内の任意の場所に分かりやすいファイル名で

ダウンロードした Excel ファイルを保存する。 

 支所の自治体職員は、Excel ファイルをメール添付（もしくは庁内で許可され

たセキュアなファイルの受け渡し方法）により、本庁に送付する。 

 本庁の自治体職員は、支所から受領した Excel ファイルを、以下の手順で本庁

の業務支援システム（パソコン）に集約する。 

① 本庁の自治体職員は、支所から受領した Excel ファイルを、本庁の業務支援

システム（パソコン）の端末内に分かりやすいファイル名をつけて保存する。 

② 本庁の自治体職員は、メニュー画面（画面 70，P78 参照）から「付与事業対

象者名簿取り込み入力」ボタンをクリックする。（→画面 71 へ） 

③ 本庁の自治体職員は、付与事業対象者名簿取り込み入力画面（画面 71）の

「ファイル選択」ボタンをクリックすると、当該端末のファイル選択画面が

表示される。 

④ 本庁の自治体職員は、支所から受け取ったファイルを選択し、「登録」ボタ

ンをクリックする。 

※複数の支所がある場合は、①～④を繰り返す。 

 自治体職員は、メニュー画面（画面 70，P78 参照）から「付与事業対象者表示」

ボタンをクリックする。（→画面 73 へ） 

 本庁の自治体職員は、付与事業対象者表示画面（画面 73）で、「表示」ボタンを

クリックし、支所から受領した Excel ファイルの内容が追加されたことを確認

する。 

※追加した内容は、適切な項目でソートすることによって特定する。 

（付与事業対象者名簿の集約完了） 

※検索ボタンをクリックして対象者の検索を行うことができる。（検索条件：名 

 前、マイキーID、生年月日）  
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（参考：付与事業対象者表示時のレコードイメージ） 
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（参考：付与事業対象者名簿の取り込みにおける、レコードイメージ） 
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(6)  事前準備（持ち歩き用ポイント付与アプリのインストール（スマートフォン等）） 

 自治体職員は、メニュー画面（画面 3，P2 参照）の「持ち歩き用ポイント付

与アプリのダウンロード」ボタンをクリックする。 

※「持ち歩き用ポイント付与アプリのダウンロード」ボタンをクリックするこ

とで、システムが「GooglePlay」を自動的に呼び出し、画面の指示に従い、

GooglePlay から「持ち歩き用ポイント付与アプリ」をダウンロード・インス

トールする。インストール完了後、スマートフォンの画面に、「持ち歩き用ポ

イント付与アプリ」のアイコンが表示される。 

 

(7)  持ち歩き用ポイント付与アプリへ対象者名簿を取り込む 

 自治体職員は、持ち歩き用ポイント付与機（スマートフォン等モバイル端末）

画面から「持ち歩き用ポイント付与アプリ」アイコンを選択し、「持ち歩き用

ポイント付与アプリ メニュー」を立ち上げる。（→画面 74 へ） 

 自治体職員は、「持ち歩き用ポイント付与アプリ メニュー」から「ポイント

付与事業対象者取り込み」ボタンを押す。（→画面 75 へ） 

 自治体職員は、ログイン画面（画面 75）で、予め配布された端末 ID と端末パ

スワードを入力し、「ログイン」ボタンを押す。（→画面 76 へ） 

 自治体職員は、ポイント付与事業対象者取り込み画面（画面 76）のポイント

付与事業名を選択し、「付与事業対象者名簿を同期（取得）」ボタンをクリック

し、業務支援システム（パソコン）から付与事業対象者名簿を「持ち歩き用ポ

イント付与アプリ」に取り込む。 

 

 

画面74：持ち歩き用ポイント付与アプリ メニュー

ポイント付与

持ち歩き⽤ポイント付与アプリ メニュー

ポイント付与事業対象者取り込み

<モバイルアプリ>
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（参考：持ち歩き用ポイント付与アプリのレコードの同期イメージ） 
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（参考：持ち歩き用ポイント付与アプリでのポイント付与対象者取り込みイメージ） 
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(8)  ポイント付与事業参加者へのポイント付与 

 

<マイナンバーカード持参の場合> 

マイナンバーカードの読取によるポイント付与は、持ち歩き用ポイント付与ア

プリで実施する。 

 ポイント付与対象者が、マイナンバーカードを持参して、ポイント付与事業

に参加する。 

 自治体職員は、持ち歩き用ポイント付与機（スマートフォン等モバイル端末）

画面から「持ち歩き用ポイント付与アプリ」アイコンを選択し、「持ち歩き

用ポイント付与アプリ メニュー」を立ち上げる。（→画面 74 へ） 

 自治体職員は、「持ち歩き用ポイント付与アプリ メニュー」から「ポイン

ト付与」ボタンを押す。（→画面 77 へ） 

 自治体職員は、ポイント付与事業選択・付与画面（画面 77）で当該対象の

「ポイント付与事業」と「一人当たりの付与ポイント数」を選択・確認

し、「カード読取・ポイント付与 開始」ボタンをクリックし、カード読取

待機状態にする。 

 ポイント付与対象者は、持ち歩き用ポイント付与機（スマートフォン等モバ

イル端末）にマイナンバーカードをセットする。 

※連続してカード読取・ポイント付与が可能。 

※ポイント付与操作を行ったポイント付与のデータが「持ち歩き用ポイント

付与アプリ」に蓄積される。 

 自治体職員は、ポイント付与事業選択・付与画面（画面 77）の「カード読

取・ポイント付与 終了」ボタンをクリックし、カード読取待機状態を解除

する。 

 自治体職員は、ポイント付与事業選択・付与画面（画面 77）の「自治体ポ

イント管理クラウドへ登録」ボタンを押す。（→画面 75，P86 参照） 

 自治体職員は、ログイン画面（画面 75，P86 参照）で、予め配布された端

末 ID と端末パスワードを入力し、「ログイン」ボタンを押す。（→画面 78

へ） 

 ポイント付与対象者確認画面（画面 78）にマイキーID が登録されていない

対象者の一覧が表示される。 

※「持ち歩き用ポイント付与アプリ」に蓄積されたポイント付与データが自

治体ポイント管理クラウドへ送信され、送信されたデータからマイキーID

の有無を照合のうえ、マイキーID を持つ対象者はポイントが付与され、

マイキーID を持たない対象者が一覧表示される。 

（マイキーID 登録済みの対象者はポイント付与完了） 
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 自治体職員は、ポイント付与対象者確認画面（画面 78）に表示された付与

事業対象者名簿未登録者一覧（マイキーID）で、ポイント付与対象者を選択

し、「追加登録」ボタンをクリックすると、付与事業対象者追加登録画面（画

面 79）が表示されるので、当該対象者の情報を入力または「対象者マスタ

から情報取得」ボタンから情報取得し、「登録」ボタンをクリックすること

で、当該対象者が付与事業対象者名簿に登録される。 

 

<参加者がマイナンバーカードを忘れた場合> 

 自治体職員は、業務支援システム（パソコン）のアイコンをクリックし、同

ソフトを開く。（→画面 68 へ，P77 参照） 

 自治体職員は、ログイン画面（画面 68，P77 参照）で、予め配布された端末

ID と端末パスワードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックする。（→画

面 70 へ，P78 参照） 

 ポイント付与対象者は、参加する事業名を窓口で申告する。 

 自治体職員は、業務支援システムのメニュー画面（画面 70，P78 参照）で、

「付与事業対象者表示」をクリックし（→画面 73 へ，P83 参照）、画面（画

面 73，P83 参照）でポイント付与事業名をプルダウンで選択し、「表示」ボ

タンをクリックする。 

 自治体職員は、表示された付与事業対象者一覧から当該ポイント付与対象者

を選択し、「ポイント付与」ボタンをクリックする。 

（ポイント付与完了） 

※付与事業対象者表示画面で当該対象者を検索し、本人確認情報と申告内容

が照合できた場合、マイナンバーカードが無くてもポイント付与は可能。 

 

 

(9)  ポイント付与完了をメール通知する 

※ポイント付与完了後、メール配信の希望者を対象にポイント付与した旨

をメールで通知する。 
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（参考：持ち歩き用ポイント付与アプリでのポイント付与とレコードイメージ） 
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画面78：ポイント付与対象者確認

ポイント付与対象者確認

付与事業対象者名簿未登録者⼀覧（マイキーID）

MY111111

MY222222

MY333333

MY444444

MY111111

<ローカルアプリ>

以下の対象者は付与事業対象者名簿に登録されていません。
付与事業対象者名簿に追加登録する対象者を選択し、追加登録を
⾏なってください。

追加登録

クリックすると反転
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VI. 精算金等のチェック 

① 地域経済応援ポイント協力会社から自治体への精算 

(1)  地域経済応援ポイント協力会社での精算金等の確認 

 地域経済応援ポイント協力会社の担当者は、インターネット（Web）でマイキ

ープラットフォームのポータルサイト（画面 1，P1 参照）を呼出し、「自治体

ポイント管理クラウドへ」ボタンをクリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

 地域経済応援ポイント協力会社の担当者は、自治体ポイント管理クラウドの

ログイン画面（画面 2，P2 参照）で総務省より予め発行した端末 ID と端末パ

スワードを入力してログインする。（→画面 80 へ） 

 地域経済応援ポイント協力会社の担当者は、メニュー画面（画面 80）の「応

援ポイント移行集計」を選択する。（→画面 81 へ） 

 地域経済応援ポイント協力会社の担当者は、画面（画面 81）の集計対象期間

を入力し、「集計」ボタンをクリックすると移行件数と移行ポイント数合計が

表示される。「明細ダウンロード」ボタンをクリックすると、精算金等の確認

に必要な集計表・明細表（参考 82）がダウンロードされるので、精算金等の

確認を行う。 
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参考82：地域経済応援ポイント協力会社から自治体への精算（地域経済応援ポイント会社向け集計表・明細表）

▼集計表

▼明細表

応援ポイント会社毎に⾃治体ポイント管理クラウドから
取得可能

応援ポイント会社：JAL
ポイント移⾏期間：2017/08/01 〜 2017/08/31

移⾏⽇時 マイキーID 移⾏ポイント数 移⾏先
2017/08/01 10:30:31 MY123456 5,000 留保ポイント
2017/08/01 21:05:55 MY987654 15,000 川崎市ポイント
2017/08/02 11:55:23 TARO0101 3,000 留保ポイント
2017/08/02 16:11:00 QDM84XID 4,000 留保ポイント
2017/08/03 20:09:35 FJU7KERZ 7,000 ⽴川市ポイント
2017/08/03 22:08:36 TARO0101 20,000 徳島県阿波踊りにぎわいプロジェクト
2017/08/04 10:10:15 FJU7KERZ 11,000 留保ポイント
2017/08/04 13:30:38 X65XVU2H 2,000 京都市⼆条城再⽣プロジェクト

・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・

応援ポイント会社：JAL
集計期間　　　　　：2017/08/01 〜 2017/08/31

移⾏件数 移⾏ポイント数合計
571,481 5,814,815,200
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(2)  自治体での精算金等の確認 

 自治体職員は、インターネット（Web）でマイキープラットフォームのポー

タルサイト（画面 1，P1 参照）を呼出し、「自治体ポイント管理クラウドへ」

ボタンをクリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

自治体職員は、自治体ポイント管理クラウドのログイン画面（画面 2，P2 参

照）で、予め総務省より配布され端末登録に活用した端末 ID と端末パスワ

ードを入力してログインする。（→画面 3 へ，P2 参照） 

※端末登録に活用した端末 ID と端末パスワードは端末毎に割り当てており、

権限のある職員で共用する。 

 自治体職員は、メニュー画面（画面 3，P2 参照）の「応援ポイント移行集計」

を選択する。（→画面 83 へ） 

 自治体職員は、画面（画面 83）の集計対象期間を入力し、「集計」ボタンを

クリックすると移行件数と移行ポイント数合計が表示される。「明細ダウン

ロード」ボタンをクリックすると、精算金等の確認に必要な集計表・明細表

（参考 84）がダウンロードされるので、精算金等の確認を行う。 
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② 自治体から店舗・美術館等への精算 

(1)  自治体での精算金等の確認 

 自治体職員は、インターネット（Web）でマイキープラットフォームのポー

タルサイト（画面 1，P1 参照）を呼び出し、「自治体ポイント管理クラウド

へ」ボタンをクリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

自治体職員は、自治体ポイント管理クラウドのログイン画面（画面 2，P2 参

照）で、予め総務省より配布され端末登録に活用した端末 ID と端末パスワ

ードを入力してログインする。（→画面 3 へ，P2 参照） 

※端末登録に活用した端末 ID と端末パスワードは端末毎に割り当てており、

権限のある職員で共用する。 

 自治体職員は、メニュー画面（画面 3，P2 参照）の「自治体ポイント集計」

を選択する。（→画面 85 へ） 

 自治体職員は、画面（画面 85）の集計対象期間を入力、端末設置場所を選択

し、「集計」ボタンをクリックすると端末設置場所、取引回数合計と利用ポ

イント数合計が表示される。「明細ダウンロード」ボタンをクリックすると、

精算金等の確認に必要な集計表・明細表（参考 86）がダウンロードされるの

で、精算金等の確認を行う。 

 

 

参考84：地域経済応援ポイント協力会社から自治体への精算（自治体向け集計表・明細表）

▼集計表

▼明細表

⾃治体毎に⾃治体ポイント管理クラウドから取得可能⾃治体名　　　　　：⼩国町
⾃治体ポイント名：⼩国町北⾥柴三郎ポイント
集計期間　　　　　：2017/08/01 〜 2017/08/31

移⾏件数 移⾏ポイント数合計
27,700 83,124,500

⾃治体名　　　　　：⼩国町
⾃治体ポイント名：⼩国町北⾥柴三郎ポイント
ポイント移⾏期間：2017/08/01 〜 2017/08/31

移⾏⽇時 マイキーID 移⾏ポイント数 移⾏元
2017/08/01 10:30:31 MY123456 5,000 留保ポイント
2017/08/01 21:05:55 MY987654 2,000 JAL
2017/08/02 11:55:23 TARO0101 4,000 留保ポイント
2017/08/02 16:11:00 QDM84XID 4,000 docomo
2017/08/03 20:09:35 FJU7KERZ 7,000 留保ポイント
2017/08/03 22:08:36 TARO0101 500 留保ポイント
2017/08/04 10:10:15 FJU7KERZ 10,000 留保ポイント
2017/08/04 13:30:38 X65XVU2H 6,000 JCB

・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
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参考86：自治体から店舗・美術館等への精算（自治体向け集計表・明細表）

集計期間：2017/08/01 〜 2017/08/31
⾃治体名：川崎市
⾃治体ポイント名：川崎市ポイント

端末設置場所 取引回数合計 利⽤ポイント数合計
川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム 1,220 610,000
岡本太郎美術館 2,401 1,200,500
かわさき宙と緑の科学館（川崎市⻘少年館） 1,051 525,500
⽇本⺠家園 1,450 725,000
川崎市市⺠ミュージアム 1,501 750,500
佐藤クリーニング店 130 78,000
やまだ⼋百屋 80 40,960
・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・

合計 64,010 39,304,600

▼集計表

▼明細表
ポイント取引期間：2017/08/01 〜 2017/08/31
⾃治体名　　　　　：川崎市
⾃治体ポイント名：川崎市ポイント

取引⽇時 端末設置場所 マイキーID 利⽤ポイント数
2017/08/01 10:30:31 川崎市市⺠ミュージアム MY123456 1,500
2017/08/01 16:20:50 川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム MY987654 1,000
2017/08/01 17:01:29 川崎市市⺠ミュージアム TARO0101 1,500
2017/08/02 13:55:32 ⽇本⺠家園 S428DSFE 1,000
2017/08/02 15:11:01 佐藤クリーニング店 HANAKO12 1,200
2017/08/03 14:40:43 かわさき宙と緑の科学館（川崎市⻘少年館） NBMQ2IKH 1,000
2017/08/03 14:56:20 かわさき宙と緑の科学館（川崎市⻘少年館） XW7LPA66 1,000
2017/08/03 18:11:23 川崎市市⺠ミュージアム FJU7KERZ 1,500

・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・

⾃治体毎に⾃治体ポイント
管理クラウドから取得可能
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(2)  店舗・美術館等での精算金等への確認 

 店舗・美術館等の担当者は、インターネット（Web）でマイキープラット

フォームのポータルサイト（画面 1，P1 参照）を呼出し、「自治体ポイン

ト管理クラウドへ」ボタンをクリックする。（→画面 2 へ，P2 参照） 

 店舗・美術館等の担当者は、自治体ポイント管理クラウドのログイン画面

（画面 2，P2 参照）で、予め自治体より発行され端末登録に活用した端末

ID と端末パスワードを入力してログインする。（→画面 28 へ，P35 参照） 

 店舗・美術館等の担当者は、メニュー画面（画面 28，P35 参照）の「自治

体ポイント集計」を選択する。（→画面 87 へ） 

 店舗・美術館等の担当者は、画面（画面 87）の集計対象期間を入力し、「集

計」ボタンをクリックすると端末設置場所、取引回数合計と利用ポイント

数合計が表示される。「明細ダウンロード」ボタンをクリックすると、精算

金等の確認に必要な集計表・明細表（参考 88）がダウンロードされるので、

精算金等の確認を行う。 
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以 上 

  

参考88：自治体から店舗・美術館等への精算（店舗・美術館等向け集計表・明細表）

▼集計表

▼明細表

集計期間：2017/08/01 〜 2017/08/31
⾃治体名：川崎市
⾃治体ポイント名：川崎市ポイント
端末設置場所   ：川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム

端末設置場所 取引回数合計 利⽤ポイント数合計
川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム 1,220 610,000

ポイント取引期間：2017/08/01 〜 2017/08/31
⾃治体名        ：川崎市
⾃治体ポイント名：川崎市ポイント
端末設置場所   ：川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム

取引⽇時 端末設置場所 マイキーID 利⽤ポイント数
2017/08/01 16:20:50 川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム MY987654 1,000
2017/08/04 10:08:01 川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム NBMQ2IKH 700
2017/08/04 15:20:58 川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム YL6DZT6Y 1,000
2017/08/06 12:55:51 川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム TARO0123 1,000
2017/08/06 14:11:54 川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム HANAKO12 1,000
2017/08/07 13:40:55 川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム 5789ABCD 1,000
2017/08/09 16:33:56 川崎市藤⼦・F・不⼆雄ミュージアム YL6DZT6Y 700

・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・
・・・ ・・・ ・・・ ・・・

端末設置場所毎に⾃治体ポイント
管理クラウドから取得可能
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利⽤者（国⺠）の作業 応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

クーポン連携(URL)：三井住友カード様

ログイン画⾯

ログイン認証

交換ポイント数
⼊⼒画⾯

交換された⾃治体ポイント
総額クーポンコード付き

URL発⾏

URLリンク
表⽰画⾯

ログイン画⾯

ログイン認証

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤確認画⾯

⾃治体ポイント
クーポンコードから

⾃治体ポイント値を取得

マイキーID, パスワード

応援ポイント会社の
マイページにログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント値に変換

交換ポイント数を⼊⼒
（応援ポイント値）

管理番号
⾃治体
ポイント
クーポン
コード

クーポン
コード付き
URL

⾃治体
ポイント値

応援ポイント
会社処理番号 …

クーポンコード付き
URLをクリック

⾃治体ポイントの
マイページにログイン

・マイキーID
・パスワード

クーポンコードを確認し、
実⾏ボタンをクリック

留保ポイント⼝座に加算

留保ポイント
加算完了メール受信

応援ポイントから
⾃治体ポイントに

交換する画⾯

ポイント交換
画⾯を開く

◆応援ポイントから⾃治体ポイントへの交換
①ログイン

②画⾯を開く

③数値を⼊⼒

⑤URLを
クリック

⑥ログイン

⑦クリック（確認・実⾏）

ログインID,
パスワード

応援ポイントの
交換実⾏画⾯

交換ポイント数
確認・実⾏

④クリック
（確認・実⾏）

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

応援ポイント減算

※⾃治体ポイント指定について要検討

※⾃治体ポイント指定について要検討

協議中(案)
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利⽤者（国⺠）の作業 応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

セゾン連携⽅式：クレディセゾン様

応援ポイント会社
トップページ

応援ポイントから
⾃治体ポイントへの
交換を訴求する画⾯

ログイン画⾯

ログイン認証

留保ポイント、
⾃治体ポイント、

特定⽀援イベントの選択と
交換ポイント数の⼊⼒画⾯

マイキーID, パスワード

応援ポイント会社の
トップページを開く

⾃治体ポイントへの
交換訴求画⾯を開く

⾃治体ポイントの
マイページにログイン

・マイキーID
・パスワード

交換する⾃治体ポイント
（留保、⾃治体、特定⽀援）

の選択と
交換ポイント数の⼊⼒
（応援ポイント会社値）

応援ポイント残⾼
問い合わせ

応援ポイント残⾼
確認・通知

応援ポイント残⾼
（応援ポイント会社値）

受信

交換する⾃治体ポイント
と

交換ポイント数の
確認画⾯

応援ポイント減算

①応援ポイント会社のトップページにアクセス

②クリック
（画⾯選択）

④⼊⼒

③ログイン

交換する⾃治体ポイントと
交換ポイント数の確認
（応援ポイント会社値）

⑤クリック（確認）

◆応援ポイントから⾃治体ポイントへの交換

⾃治体ポイント値に変換

※⾃治体ポイント値も表⽰

⾃治体ポイント
⼝座に加算

留保ポイント
⼝座に加算

特定⽀援イベント
⼝座に加算

留保ポイント、
⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント
の加算完了メール受領

協議中(案)
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クーポン連携 (コピペ)：オリエントコーポレーション様
（1/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

◆事前準備

交換単位ポイント
クーポンコード
⼀括払い出し

⾃治体P管理クラウド
管理ページへログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯を開く

クーポンの⾦額
（⾃治体ポイント値）、

交換期限、出⼒枚数
を⼊⼒

ログイン画⾯

ログイン認証

交換ポイント⼝数
⼊⼒画⾯

応援ポイント減算

応援ポイント会社の
会員サイトへログイン

・ログインID
・パスワード

ポイント交換画⾯から
⾃治体ポイントを選択

交換ポイント⼝数⼊⼒

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括受領

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

登録

お申込み内容
確認画⾯

画⾯に沿って
必要事項を⼊⼒の上
「確定」をクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード消込処理

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード取込

⾃治体ポイント
クーポン申込

完了画⾯

ログインID,パスワード

ログインID,パスワード

応援ポイントから
⾃治体ポイントに

交換する画⾯

①ログイン

②クリック（画⾯選択）

④クリック（確認・実⾏）

③⼊⼒

※交換される⾃治体ポイント数も表⽰

⾃治体ポイント
クーポンコード
配信メール受領

⾃治体ポイント
クーポンコード確認

⾃治体ポイント
クーポンコード

表⽰

⑤クリック（確認）

※クーポンコード配信メールには、
⾃治体ポイント管理クラウドへのリンクあり

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

◆応援ポイントの交換 管理番号 ⾃治体ポイント
クーポンコード

クーポン
コード付き
URL

⾃治体
ポイント値 …

※配信メール以外での、クーポンコード確認⽅法

※⾃治体ポイント指定について
要検討

※⾃治体ポイント指定について
要検討

協議中(案)
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クーポン連携 (コピペ)：オリエントコーポレーション様
（2/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ログイン画⾯

ログイン認証

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤選択画⾯

マイキーID, パスワード⾃治体ポイントの
マイページへログイン

・マイキーID
・パスワード

⾃治体ポイント
クーポンコード利⽤の
メニューをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤⼊⼒画⾯

⾃治体ポイント
クーポンコード⼊⼒

留保ポイント
加算完了メール受領

⾃治体コード
クーポンコード
利⽤確認画⾯

留保ポイント⼝座に加算

⾃治体ポイント
クーポンコード利⽤
実⾏ボタンをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード消込処理

⾃治体ポイント
クーポンコードから

⾃治体ポイント値を取得

クーポンコード個別ペースト

⑤ログイン

⑥クリック（画⾯選択）

⑧クリック（確認・実⾏）

⑦⼊⼒（コピーペースト）

◆⾃治体ポイントの加算

申込み完了メールに記載された
クーポンコードを個別ペースト

※⾃治体ポイント指定について
要検討

協議中(案)
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クーポン連携 (電⼦ギフト)：JCB様 （1/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード
⼀括払い出し

⾃治体P管理クラウド
管理ページへログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯を開く

クーポンの⾦額
（⾃治体ポイント値）、

交換期限、出⼒枚数
を⼊⼒

ログイン画⾯

ログイン認証

⾃治体ポイントとの
交換選択画⾯

応援ポイント会社の
マイページにログイン

・ログインID
・パスワード

ポイント交換メニュー
画⾯を開く

⾃治体ポイントとの
交換を選択

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括受領

ポイント交換
メニュー画⾯

ログインID,パスワード

ログインID,パスワード

◆事前準備

◆応援ポイントから⾃治体ポイントへの交換

①ログイン

管理番号 ⾃治体ポイント
クーポンコード

クーポン
コード付き
URL

⾃治体
ポイント値 …

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

②クリック（画⾯選択）

③クリック（画⾯選択）

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

登録
交換単位⾃治体ポイント

クーポンコード取込

次項へ

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

CSVファイル変換

※⾃治体ポイント指定について
要検討

協議中(案)
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クーポン連携 (電⼦ギフト)：JCB様 （2/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ログイン画⾯

ログイン認証

マイキーID, パスワード⾃治体ポイントの
マイページにログイン

・マイキーID
・パスワード

留保ポイント
加算完了メール受信

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤確認画⾯

留保ポイント⼝座に加算

クーポンコードを確認し、
実⾏ボタンをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード消込処理

⑧ログイン

⑨クリック（確認）

前項から

応援ポイント減算

⾃治体ポイントとの
交換完了画⾯

（URLリンク表⽰）

クーポンコード付き
URLをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード付きURL

配信メール受領

⑥クリック（確認）

⾃治体ポイントとの
交換実⾏画⾯

交換実⾏をクリック

⑤クリック（実⾏）

⾃治体ポイント
クーポンコードから

⾃治体ポイント値を取得

⾃治体ポイントとの
交換申込画⾯

交換申込をクリック

④クリック（申込）

※⾃治体ポイント指定について
要検討

※⾃治体ポイント指定について
要検討

協議中(案)
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クーポン連携 (郵送)：三菱UFJニコス様 （1/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
（委託先）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード
⼀括払い出し

⾃治体P管理クラウド
管理ページへログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯を開く

クーポンの⾦額
（⾃治体ポイント値）、

⾃治体コードまたは
特定⽀援イベントコード、

交換期限、出⼒枚数、
を⼊⼒

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括受領

ログインID,パスワード
◆事前準備

◆応援ポイントの交換

ログイン画⾯

ログイン認証

交換ポイント⼝数
⼊⼒画⾯

応援ポイント減算

応援ポイント会社の
マイページへログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイントとの
交換画⾯を開く

交換ポイント⼝数⼊⼒

交換ポイント⼝数
確認画⾯

交換申込をクリック

⾃治体ポイントとの
交換選択画⾯

ログインID,
パスワード

①ログイン

②クリック（画⾯選択）

④クリック（確認・実⾏）

③⼊⼒

管理
番号

⾃治体ポイント
クーポンコード

クーポン
コード付き
URL

⾃治体
ポイント値 ⾃治体コード 特定⽀援

イベントコード …

※交換される⾃治体ポイント数も表⽰
※郵送で送付する旨も通知

申込完了メール受領

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイント、
特定⽀援イベントポイントに
交換できるか案内

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード印字

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード（紙）保管

⾃治体ポイント
クーポンコード（紙）

発送

⾃治体ポイント
クーポンコード（紙）

受領
⾃治体ポイント

クーポン送付依頼

⑤クーポン受領

※留保ポイントへの交換の場合、
⾃治体コード等の設定は不要

協議中(案)
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クーポン連携 (郵送)：三菱UFJニコス様 （2/2）

利⽤者（国⺠）の作
業

応援ポイント会社
（委託先）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ログイン画⾯

ログイン認証

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤選択画⾯

マイキーID, パスワード⾃治体ポイントの
マイページへログイン

・マイキーID
・パスワード

⾃治体ポイント
クーポンコード利⽤の
メニューをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード利⽤

⼊⼒画⾯

⾃治体ポイント
クーポンコード⼊⼒

留保ポイント、
⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント
の加算完了メール受領

⾃治体ポイント
クーポンコード利⽤

確認画⾯

⾃治体ポイント
クーポンコード利⽤
実⾏ボタンをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード消込処理

⾃治体ポイント
クーポンコードから
⾃治体ポイント値、
ポイント加算先（
留保ポイント、

⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント）

を取得

キーボード⼊⼒（16桁）

⑥ログイン

⑦クリック（画⾯選択）

⑨クリック（確認・実⾏）

⑧コード⼊⼒

◆⾃治体ポイントの加算

⾃治体ポイント
⼝座に加算

留保ポイント
⼝座に加算

特定⽀援イベント
⼝座に加算

協議中(案)
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クーポン連携 (郵送)：UCカード様 （1/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

◆クーポンの郵送

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード
⼀括払い出し

⾃治体P管理クラウド
管理ページログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯を開く

クーポンの⾦額
（⾃治体ポイント値）、

交換期限、出⼒枚数
を⼊⼒

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括受領

⾃治体ポイント
クーポンコード

印刷

ログイン画⾯

ログイン認証

交換ポイント⼝数
⼊⼒画⾯

応援ポイント減算

応援ポイント会社の
マイページへログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイントとの
交換画⾯を開く

交換ポイント⼝数⼊⼒

交換ポイント⼝数
確認画⾯

交換申込をクリック

⾃治体ポイント
クーポン申込

完了画⾯

応援ポイントの
交換完了確認

⾃治体ポイント
クーポンコード（紙）

発送

⾃治体ポイント
クーポンコード（紙）

受領

ログインID,パスワード

ログインID,パスワード

応援ポイントから
⾃治体ポイントに

交換する画⾯

①ログイン

②クリック（画⾯選択）

④クリック（確認・実⾏）

③⼊⼒

⑤クリック（確認）

⑥クーポン受領
管理番号 ⾃治体ポイント

クーポンコード
クーポン
コード付き
URL

⾃治体
ポイント値 …

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

◆応援ポイントの交換

※⾃治体ポイント指定について
要検討

※⾃治体ポイント指定について
要検討

協議中(案)
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クーポン連携 (郵送)：UCカード様 （2/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ログイン画⾯

ログイン認証

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤選択画⾯

マイキーID, パスワード⾃治体ポイントの
マイページへログイン

・マイキーID
・パスワード

クーポンコード利⽤の
メニューをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤⼊⼒画⾯

各クーポンコード⼊⼒

留保ポイント
加算完了メール受領

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤確認画⾯

留保ポイント⼝座に加算

クーポンコード利⽤
実⾏ボタンをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード消込処理

⾃治体ポイント
クーポンコードから

⾃治体ポイント値を取得

キーボード⼊⼒（16桁）

⑦ログイン

⑧クリック（画⾯選択）

⑩クリック（確認・実⾏）

⑨コード⼊⼒

◆⾃治体ポイントの加算

※⾃治体ポイント指定について
要検討

協議中(案)
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利⽤者（国⺠）の作業 応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ID連携：⽇本航空様 （1/2）

利⽤者ログイン画⾯で
マイキーID・

パスワードを⼊⼒
または、マイナンバー
カードでログイン

JALの画⾯で
お得意様番号と
パスワードを⼊⼒

マイキーID、パスワード
または、利⽤者証明⽤電⼦証明書

「JBMお得意様番号確認
ページ」

①利⽤者マイページへログイン

③JALのページへログイン

JALのホームページ

「利⽤者マイページ」
地域経済応援ポイント

移⾏⽤等の
サービスID設定画⾯

お得意様番号、
パスワード

「利⽤者マイページ」
利⽤者ログイン画⾯

・IDパスワードでログイン

・マイナンバーカードで
ログイン（パスワード⼊⼒)

マイキーID
パスワード

ログイン

ログイン

JAL・・・ ・・・

お得意様番号
パスワード

次へ

ログイン認証

「利⽤者マイページ」
地域経済応援ポイント

移⾏⽤等の
サービスID設定画⾯

JAL・・・ ・・・
（設定済み）

JALのロゴボタンを
クリック

②JALを選択

利⽤者マイページ表⽰依頼
サービスID連携

お得意様番号（サービスID)
サービスIDの登録

①マイキープラット
フォームのポータル
サイトを開き「利⽤者
マイページへ」ボタンを

クリック
②JALのホーム

ページを開きボタンを
クリック

「マイキープラット
フォームポータルサイト」

利⽤者マイページへ

ログイン認証

JALの
ログイン画⾯

表⽰依頼

マイキープラットフォーム
ポータルでのサービスID登録

◆サービスIDの登録
（お得意様番号をサービスIDとして登録）

協議中(案)
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利⽤者（国⺠）の作業 応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

◆応援ポイントの交換

◆同期（バッチ）処理

ID連携：⽇本航空様 （2/2）

ログイン画⾯

ログイン認証

マイル減算

応援ポイント会社の
マイページへログイン
・お得意様番号
・パスワード

交換するコースを選択

マイルの交換を
確認・実⾏する画⾯

交換内容の確認・実⾏

マイルの交換
完了画⾯

交換完了の確認

ポイント交換依頼蓄積

ポイント交換
依頼ファイル送信

ポイント交換
依頼ファイル受信

マイキーIDを返却

マイキーID受領

⾃治体ポイント
⼝座に加算

処理結果データ
受信

お得意様番号 + 交換ポイント数 + ⾃治体コード/特定⽀援イベント
（⾃治体ポイント値）

処理結果データ
送信

ログインIDをキーに
マイキーID照会

留保ポイント
⼝座に加算

お得意様番号,
パスワード

マイルから
⾃治体ポイントに

交換する画⾯

ポイント数、加算⼝座確認

留保ポイント
または⾃治体ポイント

または
特定⽀援イベントポイント
加算完了メール受領

①ログイン

③クリック
（画⾯選択）

④クリック
（確認・実⾏）

⑤クリック
（確認）

JAL側で個別指定時のみ

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

特定⽀援イベント
⼝座に加算

⾃治体ポイントへの
交換を選択

マイル交換
メニュー画⾯

②クリック
（画⾯選択）

協議中(案)
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クーポン連携 (コピペ)：全⽇本空輸様 （1/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

◆事前準備

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード
⼀括払い出し

⾃治体P管理クラウド
管理ページにログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治多ポイント
クーポンコード

⼀括払い出し画⾯を開く

クーポンの⾦額
（⾃治体ポイント値）、

⾃治体コードまたは
特定⽀援イベントコード、

交換期限、出⼒枚数、
を⼊⼒

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

⼀括受領

交換単位⾃治体ポイント
クーポンコード

登録
交換単位⾃治体ポイント

クーポンコード保管

ログイン画⾯

ログイン認証

マイル減算

応援ポイント会社の
マイページにログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイントへの
交換をクリック

⾃治体ポイント
クーポン

申込完了画⾯

クーポン番号の確認を
クリック

⾃治体ポイント
クーポンコード確認

⾃治体ポイントへの
交換申込画⾯

交換申込をクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード

表⽰

ログインID,パスワード

ログインID,パスワード

提携ポイントへの
交換

①ログイン

②クリック（画⾯選択）

③クリック（申込・実⾏）

⑤クリック（確認）

⑥クリック（確認）

※交換される⾃治体ポイント数も表⽰

※⾃治体ポイント管理クラウドへのリンクは設置可能

申込み完了メール受領

⾃治体ポイント
クーポンコード消込処理

◆応援ポイントの交換

※留保ポイントへの交換の場合、
⾃治体コード等の設定は不要

管理
番号

⾃治体ポイント
クーポンコード

クーポン
コード付き
URL

⾃治体
ポイント値 ⾃治体コード 特定⽀援

イベントコード …

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイント、
特定⽀援イベントポイントに
交換できるか案内

協議中(案)
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クーポン連携 (コピペ)：全⽇本空輸様 （2/2）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

◆クーポンの利⽤

ログイン画⾯

ログイン認証

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤選択画⾯

マイキーID, パスワード⾃治体ポイントの
マイページへログイン

・マイキーID
・パスワード

⾃治体ポイント
クーポンコード利⽤の
メニューをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤⼊⼒画⾯

⾃治体ポイント
クーポンコードを⼊⼒

留保ポイント、
⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント
の加算完了メール受領

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤確認画⾯

⾃治体ポイント
クーポンコード利⽤
実⾏ボタンをクリック

⾃治体ポイント
クーポンコード消込処理

⾃治体ポイント
クーポンコードから
⾃治体ポイント値、
ポイント加算先（
留保ポイント、

⾃治体ポイント、または
特定⽀援イベントポイント）

を取得

⾃治体ポイントクーポンコード個別ペースト

⑦ログイン

⑧クリック（画⾯選択）

⑩クリック（確認・実⾏）

⑨⼊⼒（コピーペースト）

◆⾃治体ポイントの加算

ANAのクーポンコード照会ページを開いて
クーポンコードを個別ペースト

⾃治体ポイント
⼝座に加算

留保ポイント
⼝座に加算

特定⽀援イベント
⼝座に加算

協議中(案)
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利⽤者（国⺠）の作業 応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ID連携：中部電⼒ （1/3）

利⽤者ログイン画⾯で
マイキーID・

パスワードを⼊⼒
または、マイナンバー
カードでログイン

中部電⼒の画⾯で
カテエネ会員番号と
パスワードを⼊⼒

マイキーID、パスワード
または、利⽤者証明⽤電⼦証明書

「中部電⼒ページ」

①利⽤者マイページへログイン

③中部電⼒のページへログイン

中部電⼒のホームページ

「利⽤者マイページ」
地域経済応援ポイント

移⾏⽤等の
サービスID設定画⾯

カテエネ
ログインID、
パスワード

「利⽤者マイページ」
利⽤者ログイン画⾯

・IDパスワードでログイン

・マイナンバーカードで
ログイン（パスワード⼊⼒）

マイキーID
パスワード

ログイン

ログイン

カテエネログインID
パスワード

次へ

ログイン認証

「利⽤者マイページ」
地域経済応援ポイント

移⾏⽤等の
サービスID設定画⾯

中部電⼒・・・ ・・・
（設定済み）

中部電⼒のロゴボタンを
クリック

②中部電⼒を選択

利⽤者マイページ表⽰依頼
サービスID連携

サービスIDの登録

中部電⼒・・・ ・・・

①マイキープラット
フォームのポータル
サイトを開き「利⽤者
マイページへ」ボタンを

クリック
②中部電⼒のホーム
ページを開きボタンを

クリック

「マイキープラット
フォームポータルサイト」

利⽤者マイページへ

ログイン認証

中部電⼒の
カテエネ会員認証画⾯

表⽰依頼

マイキープラットフォーム
ポータルでのサービスID登録

カテエネ会員番号

◆サービスIDの登録
（カテエネ会員番号をサービスIDとして登録）

協議中(案)



114 
 

 

ID連携：中部電⼒様 （2/3）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ログイン画⾯

ログイン認証

交換ポイント⼝数
⼊⼒画⾯

応援ポイント減算

応援ポイント会社の
マイページにログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイントへの
交換を選択

交換ポイント⼝数⼊⼒

交換ポイント⼝数
確認画⾯

交換申込をクリック

⾃治体ポイント
申込完了画⾯

交換完了確認

ポイント交換依頼蓄積

ログインID,パスワード

ポイント交換
メニュー画⾯

①ログイン

②クリック（画⾯選択）

④クリック（確認・実⾏）

③⼊⼒

⑤クリック（確認）

申込み完了メール受領

◆応援ポイントの交換

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

協議中(案)
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ID連携：中部電⼒様 （3/3）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

応援ポイント会社⽤
管理ページにログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
交換依頼ファイル
アップロード画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治体ポイント

交換依頼ファイル
アップロード画⾯を開く

⾃治体ポイント
交換依頼ファイル

アップロード

⾃治体ポイント交換
依頼ファイル受信

マイキーIDを返却

ログインID + 交換ポイント数
（⾃治体ポイント値）

ログインIDをキーに
マイキーID照会

マイキーID受領

留保ポイント⼝座に加算

ポイント数、加算⼝座確認

処理結果ファイル送信

応援ポイント会社⽤
管理ページログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
交換結果ファイル
ダウンロード画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治体ポイント

交換結果ファイル
ダウンロード画⾯を開く

⾃治体ポイント
交換結果ファイル

ダウンロード

処理結果ファイル作成

⾃治体ポイント
交換結果ファイル

受信

留保ポイント
加算完了メール受信

ログインID,パスワード

ログインID,パスワード

◆同期（バッチ）処理

協議中(案)
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利⽤者（国⺠）の作業 応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

クーポン連携(URL)：関⻄電⼒様

ログイン画⾯

ログイン認証

交換ポイント数
⼊⼒画⾯

交換された⾃治体ポイント
総額クーポンコード付き

URL発⾏

URLリンク
表⽰画⾯

ログイン画⾯

ログイン認証

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤確認画⾯

⾃治体ポイント
クーポンコードから

⾃治体ポイント値を取得

マイキーID, パスワード

応援ポイント会社の
マイページにログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント値に変換

交換ポイント数を⼊⼒
（応援ポイント値）

クーポンコード付き
URLをクリック

⾃治体ポイントの
マイページにログイン

・マイキーID
・パスワード

クーポンコードを確認し、
実⾏ボタンをクリック

留保ポイント⼝座に加算

留保ポイント
加算完了メール受信

応援ポイントから
⾃治体ポイントに

交換する画⾯

ポイント交換
画⾯を開く

①ログイン

②画⾯を開く

③数値を⼊⼒

⑤URLを
クリック

⑥ログイン

⑦クリック（確認・実⾏）

ログインID,
パスワード

応援ポイントの
交換実⾏画⾯

交換ポイント数
確認・実⾏

④クリック
（確認・実⾏）

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

管理番号
⾃治体
ポイント
クーポン
コード

クーポン
コード付き
URL

⾃治体
ポイント値

応援ポイント
会社処理番号 …

応援ポイント減算

◆応援ポイントから⾃治体ポイントへの交換

※⾃治体ポイント指定について要検討

※⾃治体ポイント指定について要検討

協議中(案)
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利⽤者（国⺠）の作業 応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ID連携：NTTドコモ様 （1/3）

「利⽤者マイページ」
利⽤者ログイン画⾯

・IDパスワードでログイン

・マイナンバーカードで
ログイン（パスワード⼊⼒）

利⽤者ログイン画⾯で
マイキーID・

パスワードを⼊⼒
または、マイナンバー
カードでログイン

マイキーID、パスワード
または、利⽤者証明⽤電⼦証明書

①利⽤者マイページへログイン

③NTTドコモのページへログイン

NTTドコモのホームページ

「利⽤者マイページ」
地域経済応援ポイント

移⾏⽤等の
サービスID設定画⾯

ｄアカウントのID、
パスワード

マイキーID
パスワード

ログイン

ログイン

ドコモ・・・ ・・・

dアカウントのID
パスワード

ログイン

ログイン認証

「利⽤者マイページ」
地域経済応援ポイント

移⾏⽤等の
サービスID設定画⾯

ドコモ・・・ ・・・
（設定済み）

NTTドコモのロゴボタンを
クリック

②NTTドコモを選択

認証が完了しました。

利⽤者マイページ表⽰依頼
サービスID連携

NTTドコモの画⾯で
dアカウントのIDと
パスワードを⼊⼒

「dアカウントのID」
dアカウントのID
パスワード

ログイン

OK

①マイキープラット
フォームのポータル
サイトを開き「利⽤者
マイページへ」ボタンを

クリック
②NTTドコモのホーム
ページを開きボタンを

クリック

「マイキープラット
フォームポータルサイト」

利⽤者マイページへ

ログイン認証

NTTドコモの
ログイン画⾯

表⽰依頼

dアカウントと⼀意に紐づく
サービスIDの登録

マイキープラットフォーム
ポータルでのサービスID登録

dアカウントと⼀意に紐づくサービスID

◆サービスIDの登録
（dアカウントのIDをサービスIDとして登録）

協議中(案)
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ID連携：NTTドコモ様 （2/3）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

ログイン画⾯

ログイン認証

交換ポイント数
⼊⼒画⾯

応援ポイント減算

応援ポイント会社の
マイページにログイン

・ログインID
・パスワード

ポイント交換画⾯を開く

交換ポイント数⼊⼒

交換ポイント数
確認画⾯

交換申込をクリック

⾃治体ポイント
申込完了画⾯

応援ポイントの
交換完了確認

ポイント交換依頼蓄積

ログインID,パスワード

応援ポイントから
⾃治体ポイントへ

交換する画⾯

①ログイン

②クリック（画⾯選択）

④クリック（確認・実⾏）

③⼊⼒

⑤クリック（確認）

◆応援ポイントの交換

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

協議中(案)
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ID連携：NTTドコモ様 （3/3）

利⽤者（国⺠）の
作業

応援ポイント会社
担当者

（委託先を含む）

応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

応援ポイント会社⽤
管理ページにログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
交換依頼ファイル
アップロード画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治体ポイント

交換依頼ファイル
アップロード画⾯を開く

⾃治体ポイント
交換依頼ファイル

アップロード

⾃治体ポイント交換
依頼ファイル取込

マイキーIDを返却

マイキーID受領

⾃治体ポイント
⼝座に加算

留保ポイント
⼝座に加算

ポイント数、加算⼝座確認

処理結果ファイル送信

応援ポイント会社⽤
管理ページログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント
交換結果ファイル
ダウンロード画⾯

応援ポイント会社⽤
管理ページ

ログイン画⾯

ログイン認証
⾃治体ポイント

交換結果ファイル
ダウンロード画⾯を開く

⾃治体ポイント
交換結果ファイル

ダウンロード

処理結果ファイル作成

⾃治体ポイント
交換結果ファイル

受信

留保ポイントまたは
⾃治体ポイント

加算完了メール受領

ログインID,パスワード

ログインID,パスワード

◆同期（バッチ）処理

dアカウントと⼀意に紐づくサービスID + 交換ポイント数 + ⾃治体コード
（⾃治体ポイント値） ⾃治体指定時のみ

dアカウントと⼀意に紐づく
サービスIDをキーに
マイキーID照会

協議中(案)
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利⽤者（国⺠）の作業 応援ポイント会社
（システム）

⾃治体ポイント
管理クラウド
（システム）

マイキー
プラットフォーム
（システム）

クーポン連携(URL)：サイモンズ様

ログイン画⾯

ログイン認証

交換ポイント数
⼊⼒画⾯

交換された⾃治体ポイント
総額クーポンコード付き

URL発⾏

URLリンク
表⽰画⾯

ログイン画⾯

ログイン認証

⾃治体ポイント
クーポンコード
利⽤確認画⾯

⾃治体ポイント
クーポンコードから

⾃治体ポイント値を取得

マイキーID, パスワード

応援ポイント会社の
マイページにログイン

・ログインID
・パスワード

⾃治体ポイント値に変換

交換ポイント数を⼊⼒
（応援ポイント値）

クーポンコード付き
URLをクリック

⾃治体ポイントの
マイページにログイン

・マイキーID
・パスワード

クーポンコードを確認し、
実⾏ボタンをクリック

留保ポイント⼝座に加算

留保ポイント
加算完了メール受信

応援ポイントから
⾃治体ポイントに

交換する画⾯

ポイント交換
画⾯を開く

①ログイン

②画⾯を開く

③数値を⼊⼒

⑤URLを
クリック

⑥ログイン

⑦クリック（確認・実⾏）

ログインID,
パスワード

応援ポイントの
交換実⾏画⾯

交換ポイント数
確認・実⾏

④クリック
（確認・実⾏）

※いくらの応援ポイントが
いくらの⾃治体ポイントに
交換できるか案内

管理番号
⾃治体
ポイント
クーポン
コード

クーポン
コード付き
URL

⾃治体
ポイント値

応援ポイント
会社処理番号 …

応援ポイント減算

◆応援ポイントから⾃治体ポイントへの交換

※⾃治体ポイント指定について要検討

※⾃治体ポイント指定について要検討

協議中(案)
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地域経済応援ポイント協力会社 



122 
 

 

 



123 
 

 



124 
 

 



125 
 

 

 



126 
 

 

 



127 
 

 


